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過疎とみなされる区域に係る
過疎地域自立促進計画

１ 基本的な事項

� 湯梨浜町における過疎とみなされる区域の概況

ア 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要

湯梨浜町は、平成１６年１０月に旧羽合町・旧泊村・旧東郷町の３町村が合併して生まれた新

しい町である。湯梨浜町における過疎とみなされる区域である旧泊村は、鳥取県のほぼ中央

に位置し、日本海に面した総面積１４．５３�の小さな区域であり、海岸線の中央部には第２種

漁港の泊漁港がある。

地勢は、総面積の約７割が山地丘陵で占められ、海岸線まで丘陵が段丘状に迫っているた

めに平地が極めて少ない。僅かな平野部には、国道９号とJR山陰本線が東西に並行して走

り、地域を分断しており、地形的には恵まれているとは言えないが、国道９号とJR山陰本

線、さらには平成１５年３月に高規格道路の山陰道青谷・羽合道路が開通し、本区域の中心部

にインターチェンジができたことから、交通の便は非常に良く、圏域の倉吉市まで１５�、県

庁所在地の鳥取市まで３０�の位置にあり、インターチェンジによって鳥取県中部の玄関口と

もなっている。

「泊」という地名は、船舶の停泊に便利であったことに由来するとも言われ、古くから海

上交通の要衝地として名高く、江戸時代には鳥取藩の舟番所も置かれ、因幡と伯耆を結ぶ宿

場町として隆盛を極めた。明治２２年（１８８９年）には町村制が施行され、久津賀村・泊村・三

橋村の３村となり、大正７年１月１日にはこの３村が合併して泊村となった。

以来８６年を経て、全国的な市町村再編が叫ばれる中、東郷湖周地域３町村で鳥取県初の合

併協議会を立ち上げ、平成１６年１０月には対等合併のもとに新しく湯梨浜町として生まれ変

わった。８６年の歴史の中には数多くの伝統や文化があり、その多くが先人たちによって現在

まで継承され、新町にしっかり引き継がれようとしている。

地域の主な産業は、古くから農業と漁業が基幹産業であり、農業では山地丘陵を中心に新

水や幸水といった早生梨や二十世紀梨が栽培され、平野部ではスイカ、キャベツ、ほうれん

草などのそ菜類や特産品の源五兵衛スイカの栽培が盛んである。近年ではハウス栽培による

団地化が進み、年間通して安定的な栽培、生産を目指している。

漁業では、県中部の沿岸漁業基地として整備が進められている第２種漁港の泊漁港があり、

ヒラメやタイ、ハマチ、イカ等が水揚げされているが、資源の枯渇や後継者不足等によって

漁獲高の伸びが見込めない。しかし、ここ２年近くはハマチの大量に沸き、漁港のセリにも

活気が満ちているものの、その生産所得の急激な増加には至っていない。

白砂青松と「鳴り砂」を誇る日本水浴場８８選に選ばれた石脇海水浴場の海水浴客は、年々

減少の一途にあり、民宿の営業も今では１軒を残すのみとなった。夏季のキャンプ場の利用
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者数も減少し、夏場の海水浴場としての過去の賑わいはすでになくなっている。

商工業も事業内容等、殆どが極めて零細・小規模であり、住民を広く雇用できるものはほ

とんどなくなってしまった。

しかしながら、産業全般が停滞気味である中、平成５年度にオープンしたグラウンドゴル

フのふる里公園「潮風の丘とまり」は、開園１１年に当たる平成１６年７月には利用者数７０万人

を突破した。一般来園客を含めると１００万人をはるかに超えている。しかし、公園の主目的

がグラウンドゴルフのプレーであることから利用料金は低額で設定しており、公園の維持管

理を賄うだけの収入は見込めない状況にある。

この公園の立地条件から、とくに冬場の日本海から吹き付ける風の利活用を検討した結果、

平成１４年度には風力発電設備を公園内に１基設置した。公園のイメージアップと自然エネル

ギーの活用をねらったものだが、まさに新しい地域づくり、活性化のシンボルとなり導火線

としての役割を十分に果たしている。風力発電設備設置による効果は予想以上であり、公園

の入園者は増加しイメージアップにつながり、新しい観光資源ともなっている。

グラウンドゴルフは昭和５７年に生涯スポーツ推進事業の一つとして旧泊村から誕生したも

のであり、今ではその愛好者が全国各地に１００万人いるとも言われ、グラウンドゴルフの発

祥地としての知名度は非常に高いものがあるが、自然エネルギーの「風」や「太陽光」を活

かした魅力ある地域づくりを、さらに進めようとしている。

イ 過疎の状況

湯梨浜町における過疎とみなされる区域である旧泊村の人口は、昭和２５年の４，８２６人を

ピークに、歯止めのかからない人口流出と出生率の低下によって年々減少を続けてきた。と

くに日本経済の高度成長期の昭和３０年代から４０年代にかけては激減し、昭和３５年の４，４７７人

を基準とすると、昭和４０年には４，１３８人（△７．６％）、昭和４５年は３，８３３人（△１４．４％）、昭和５０

年は３，６０８人（△１９．４％）、そして平成７年は３，１９４人（△２８．７％）、平成１２年には３，０５６人（△

３１．７％）まで減少し、この４０年間に１，２４１人の人口減となっている。

若者の流出と相まって高齢化も進んできた。高齢化の指標となる６５歳以上の人口は年々増

加し、昭和３５年には４１１人、高齢化比率は９．２％であったものが昭和６０年には６３９人で１８．７％、

平成１２年には８１４人、２６．６％と、この４０年の間に４０３人もの増加、倍増したことになる。高齢

化率の全国平均は１７．３％、鳥取県平均は２２．０％であり、はるかに上回っていることが伺える。

一方、若年層の流出や出生率の低下は、人口の年齢構成を大きく変化させてきた。とくに

０～１４歳の人口は昭和３５年には１，５４０人、総人口に占める割合は３４．４％であったが、平成２

年には６１９人、人口比率は１８．６％、そして平成１２年には４７８人で、その比率は１５．６％となって

いる。これが過疎の大きな要因であると言える。また１５～６４歳の生産年代とも言える層は、

昭和３５年には６５歳以上人口の６倍を超え２，２６５人であったが、平成１２年には１，７６４人、６５歳以

上人口の僅か２倍であり、さらに１５～２９歳の若年者の人口比率は１４．４％しかなく、これが第

１次産業の後継者不足を生じている最大の要因となっている。

この現実に対する改善施策として、第１次産業の後継者育成対策、保健・福祉対策の拡充、

下水道事業等の生活環境の整備、グラウンドゴルフを核とした観光施策、特色と魅力ある地

域づくりとして新エネルギー開発等の諸施策を重点的に実施してきた。さらに、若者定住対
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策として分譲宅地造成事業や若者向け公営住宅の建設等を実施してきたことによって、平成

１２年度以降の出生率は、僅かながらも向上を見せている。

住民基本台帳による平成１３年度末の０～１４歳の人口に占める若年者比率は１５．３％にとど

まっているものの、県内町村平均を上回り、平成１３年度末の時点における県内３５町村では７

番目に高い比率となった。また平成１４年度末では４番目、平成１５年度末においては５番目で

あり、さらに一人の女性が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率を見ると、平成１４年中

では県平均１．５１をはるかに上回る１．９６を示した。

これは、計画的な定住対策施策の効果の表れだと評価し、さらなる「住みたくなる地域づ

くり」の整備促進を図り魅力的な諸施策を講じていく。また、進展を続ける高齢化に対応す

るためにも「住み慣れた地域や家庭で、安心して暮らせる老後」の環境整備を継続しながら、

福祉対策の拡充に取り組んでいく必要がある。

近年、都市部に暮らす人々の「故郷志向」「田舎志向」が高まり、若者だけでなく中高年

のＵ・Ｊ・Ｉターン現象が全国的にも多く見られるようになったが、産業振興や生活環境整

備等を一層促進し、Ｕ・Ｊ・Ｉターンによって地域に定着しようとする人々の増加を目指す

諸施策を実施していく必要がある。

ウ 社会経済的発展の方向の概要

本区域では、古くから地域の特性を活かした農・漁業が中心の半農半漁の村として発展し

てきた。農業では、山地丘陵の地形を利用した梨栽培が中心で、１００haを超える二十世紀梨

の大産地としてその名を馳せ、僅かな平野部ではキャベツやスイカなどのそ菜類の栽培が盛

んであった。漁業では、今も歌い継がれている「泊貝がら節」に象徴されるように日本海の

海の幸に恵まれ、泊漁港を基地とした沿岸漁業によってタイやハマチ、イカ等が水揚げされ、

活気溢れるセリ市が連日繰り広げられるほどの賑わいを見せ、まさに鳥取県中部を代表する

中核漁港として、日本海の海の幸が泊漁港から京阪神方面等に出荷されていった。

しかしながら、農産物の国外からの輸入や資源の枯渇等によって農・漁業の第１次産業は

急速に低迷していった。第１次産業経営は、世帯家族を単位とした労働力によって成り立っ

ており、産業の低迷によって就業者、労働者が他産業へ移行する現象が第１次産業の低迷に

拍車を掛けたとも言える。とくに本区域においては、第１次産業にウエイトのあった若い就

業人口が、戦後の高度経済成長に代表される日本経済の大きな変動の中で都市部への流出や

家業を継がず他産業への就業等によって激減し、深刻な後継者不足を生じてきた。

昭和４０年代においては、中小企業誘致や海水浴場開設等への支援を行い、地域内での就業

機会の創出や増大、産業拡充に努めてきたが、期待したほどには産業構造に大きな変化は見

られず、雇用の拡大や企業誘致はあまり伸びなかった。

近年における主な産業の年間生産（販売）額と就業人口の推移は次の表のとおりであり、

農業、商業の平成１２年の生産額は昭和６３年に比べて半減している。いずれにおいても就業者

の老齢化は深刻な問題となっている。第１次産業の就業人口を見ると、昭和４５年には総人口

の２０．３％であったものが平成１２年には僅か１１．５％と半減した。就業者人口、労働力人口とも

に年々減少傾向と老齢化にあり、第１次産業から区域外の製造業やサービス業など他産業へ

の就業が増加している。
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農業、漁業の基幹産業を守るためにも生産基盤の整備と経営の近代化を促進し、付加価値

の高い農業や漁業を目指すとともに、後継者の確保、育成が急務である。

第２次・第３次産業の振興については、本区域内に大企業はなく地理的条件や環境から今

後も企業誘致は期待できないことから、既存企業や地元商店の育成や強化を目指し、経営の

近代化を支援していく必要がある。

本区域には国道９号、JR山陰本線、主要地方道倉吉青谷線が走り、交通の便は非常に良

い。県庁所在地の鳥取市まで４０分、圏域中心部の倉吉市まで２０分と、通勤圏内に位置してい

る。さらに平成１５年３月に開通した山陰道青谷・羽合道路のインターチェンジが整備された

《主な産業の年間生産（販売）額》 （単位：百万円）

区分 年 昭和６３年 平成３年 平成６年 平成９年 平成１２年

農 業 ８７８ ８０６ ７４７ ４８８ ４３４

漁 業 ２７６ ３０３ ２８３ ３０３ ２０１

製 造 業 １，６２７ １，５８１ １，３５３ １，３０８ １，２３０

商 業 １，４８４ ２，７８４ ３，０２３ ２，９６０ ３，１０１

《就業人口の推移》 （単位：人、％）

年
区分

昭和
４５年

昭和
５０年

昭和
５５年

昭和
６０年

平成
２年

平成
７年

平成
１２年

総 数 ２，１５０ ２，０２６ １，９８５ １，９２０ １，７６９ １，７３５ １，６６７

男女
別

男
女

１，０５２
１，０９８

１，０３８
９８８

１，０２３
９６２

１，０１３
９０７

９４２
８２７

９４９
７８６

９２０
７４７

産
業
別

第 １ 次
第 ２ 次
第 ３ 次

７８１
５５１
８１８

７６９
５８１
６７６

７０８
５８８
６８９

６００
５９９
７２１

４６３
５７２
７３４

３９８
５４７
７９０

３５２
５２９
７８６

構
成
比

第 １ 次
第 ２ 次
第 ３ 次

３６．３
２５．６
３８．１

３８．０
２８．７
３３．３

３５．７
２９．６
３４．７

３１．３
３１．２
３７．５

２６．２
３２．３
４１．５

２２．９
３１．５
４５．６

２１．１
３１．７
４７．２

総 人 口
総 人 口 対 比
労 働 力 人 口
労働力人口対比

３，８３３
５６．１
２，１７０
９９．１

３，６０８
５６．２
２，０５９
９８．４

３，４９８
５６．７
２，０１２
９８．７

３，４２０
５６．１
１，９４２
９８．９

３，３２５
５３．２
１，８０９
９７．８

３，１９４
５４．３
１，７８４
９７．３

３，０５６
５４．５
１，７２５
９６．６

注１）国勢調査による。
注２）就業者とは、調査期間中に賃金、給料等何らかの収入を得る仕事を行った人である。
注３）労働力人口とは、就業者と完全失業者を合わせたものである。
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ことから、長距離輸送の大型車両を始め、通勤のためのインターチェンジ利用車が非常に多

く、まさに県中部地区の玄関口となった。このことからも、本区域が通勤には最適な位置に

あり、インターチェンジの利用車両はますます増加が見込まれることから、区域内の生活環

境整備を進め快適な住環境の整備を図る必要がある。

また、今後は余暇時間の増大が予想され、農業や漁業、商業など各産業の連携を図り、総

合的に結びつけながら地域の特性を活かした観光やレクリエーション事業にも力を注ぎ、交

流人口の増加を促し、地域経済の発展を図っていく必要がある。

� 人口及び産業の推移と動向

本区域内における人口の推移は、表１―１�のとおりである。全体の増減率を見ると、昭

和３５～４０年は７．６％の減、昭和４０～４５年は７．４％の減、昭和４５～５０年は５．９％の減と、かなり

高い減少率を示してきた。しかし、昭和６０～平成２年は２．８％の減、平成２～平成７年は

３．９％の減、平成７～平成１２年では４．３％の減であり、減少率に若干の緩みを見ている。平成

１１年度末と１５年度末の住民基本台帳人口は表１―１�のとおりであり、５年間で３１人減少し

ているが、同じく住民基本台帳人口の平成６年度末と１１年度末を示した参考資料では、５年

間の減少数が１１１人であることから、近年の人口減少が若干の緩みを見せてきたと言える。

また人口構成では、昭和３５年には０～１４歳の若年者層が全体の３分の１を占めており、１５

～６４歳人口は総人口の５６％を超えていた。６５歳以上の高齢者は９．２％であり、典型的な人口

ピラミッド型をなしていたが、昭和６０年では若年層比率は１８．７％まで落ち込み、逆に高齢者

率はほぼ同率に近い１７．５％まで上昇している。平成１２年においては若年層比率はさらに減少

して１５．６％に、高齢者比率は大きく伸びて２６．６％となった。

過疎脱却を目指して、特色ある地域づくりや生活環境の整備等に力を入れ若者定住対策を

最重要課題として実施展開してきた。その結果、前述のとおり０～１４歳の若年層の人口比率

は県内町村平均を上回り、出生率も増加を見せてきたことから、僅かずつではあるが定住対

策の成果及び効果が上がってきたものと評価する。

表１―１�の産業別人口の動向では、昭和３５年には就業人口総数１，９６２人であったものが、

平成１２年には１，６６７人にまで減少した。産業別の就業人口割合を見ると昭和３５年の第１次産

業就業者は６４．２％を占めていたが、平成１２年には２１．１％と３分の１にまで激減している。逆

に、第２次産業の就業者割合は昭和３５年には１２．３％であったが平成１２年には３１．７％にまで増

加し、いかに基幹産業である農業と漁業従事者数が減少の一途にあるかが一目瞭然である。

今後も農業、漁業の基盤整備など第１次産業振興策の推進は急務となるが、施策の効果が

急速に現れて減少傾向に歯止めがかかるとは予測されず、第１次産業の就業人口減少は今後

も続き、第２次・第３次産業の勤労者増加が見込まれる。
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表１―１!１ 人口の推移（国勢調査）

区 分
昭和３５年 昭和４０年 昭和４５年 昭和５０年 昭和５５年

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率

総 数
人

４，４７７
人

４，１３８
％

△７．６
人

３，８３３
％

△７．４
人

３，６０８
％

△５．９
人

３，４９８
％

△３．０

０ ～ １４ 歳 １，５４０ １，２２０ △２０．８ ９５６ △２１．６ ７６１ △２０．４ ６９４ △８．８

１５ ～ ６４ 歳 ２，５２６ ２，４８１ △１．８ ２，４４３ △１．５ ２，３６４ △３．２ ２，２６５ △４．２

うち１５歳～
２９ 歳 �

８４８ ８０６ △５．０ ７７４ △４．０ ７５８ △２．１ ６７１ △１１．５

６５ 歳 以 上
�

４１１ ４３７ ６．３ ４３４ △０．７ ４８３ １１．３ ５３９ １１．６

� ／ 総 数
若年者比率

％
１８．９

％
１９．５

―
％

２０．２
―

％
２１．０

―
％

１９．２
―

� ／ 総 数
高齢者比率

％
９．２

％
１０．６

―
％

１１．３
―

％
１３．４

―
％

１５．４
―

区 分
昭 和６０年 平 成 ２ 年 平 成 ７ 年 平 成１２年

実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率

総 数
人

３，４２０
％

△２．２
人

３，３２５
％

△２．８
人

３，１９４
％

△３．９
人

３，０５６
％

△４．３

０ ～ １４ 歳 ６３９ △７．９ ６１９ △３．１ ５３４ △１３．７ ４７８ △１０．５

１５ ～ ６４ 歳 ２，１８４ △３．６ ２，０４６ △６．３ １，８９３ △７．５ １，７６４ △６．８

うち１５歳～
２９ 歳 �

５９４ △１１．５ ４８７ △１８．０ ４７０ △３．５ ４３９ △６．６

６５ 歳 以 上
�

５９７ １０．８ ６６０ １０．６ ７６７ １６．２ ８１４ ６．１

� ／ 総 数
若年者比率

％
１７．４

―
％

１４．６
―

％
１４．７

―
％

１４．４
―

� ／ 総 数
高齢者比率

％
１７．５

―
％

１９．８
―

％
２４．０

―
％

２６．６
―
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表１―１!２ 人口の推移（住民基本台帳）

区 分
平成７年３月３１日 平成１２年３月３１日

実 数 構 成 比 実 数 構 成 比 増 減 率

総 数 ３，２６７人 ― ３，１５６人 ― △３．４％

男 １，５５０ ４７．４％ １，４８９ ４７．２％ △３．９％

女 １，７１７ ５２．６％ １，６６７ ５２．８％ △２．９％

区 分
平成１２年３月３１日 平成１６年３月３１日

実 数 構 成 比 実 数 構 成 比 増 減 率

総 数 ３，１５６人 ― ３，１２５人 ― △１．０％

男 １，４８９ ４７．２％ １，４９３ ４７．８％ ０．３％

女 １，６６７ ５２．８％ １，６３２ ５２．２％ △２．１％

表１―１� 産業別人口の動向（国勢調査）

区 分
昭和３５年 昭和４０年 昭和４５年 昭和５０年 昭和５５年

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率

総 数 人
１，９６２

人
１，９４０

％
△１．１

人
２，１５０

％
１０．８

人
２，０２６

％
△５．８

人
１，９８５

％
△２．０

第１次産業
就業人口比率

％
６４．２

％
４５．８ ― ％

３６．３ ― ％
３８．０ ― ％

３５．７ ―

第２次産業
就業人口比率

％
１２．３

％
２１．６ ― ％

２５．６ ― ％
２８．７ ― ％

２９．６ ―

第３次産業
就業人口比率

％
２３．５

％
３２．６ ― ％

３８．１ ― ％
３３．３ ― ％

３４．７ ―

区 分
昭 和６０年 平 成 ２ 年 平 成 ７ 年 平 成１２年

実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率

総 数 人
１，９２０

％
△３．３

人
１，７６９

％
△７．９

人
１，７３５

％
△１．９

人
１，６６７

％
△３．９

第１次産業
就業人口比率

％
３１．３ ― ％

２６．２ ― ％
２２．９ ― ％

２１．１ ―

第２次産業
就業人口比率

％
３１．２ ― ％

３２．３ ― ％
３１．５ ― ％

３１．７ ―

第３次産業
就業人口比率

％
３７．５ ― ％

４１．５ ― ％
４５．６ ― ％

４７．２ ―
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� 行財政の状況

ア 行政の状況

湯梨浜町における過疎とみなされる区域である旧泊村は、大正７年１月１日に久津賀・三

橋・泊宿の３村の合併によって誕生した。平成１６年１０月には東郷湖周地域３町村の対等合併

を実現し、新しく湯梨浜町として発足、８６年の歴史に幕を閉じた。

湯梨浜町の行政機構は図のとおりである。

本区域は平成２年度に初めて過疎地域指定を受けて以来、若者定住対策、魅力と活力ある

地域づくりに取組んできた。その一環として生活環境の整備を進め、平成４年度から農業集

落排水事業、平成５年度から公共下水道事業に相次いで取り組み、今では、一部を除いてほ

ぼ全域にわたり下水道整備を図り、住民生活環境の改善を進めてきた。

保健・福祉・医療施策においては、すべての住民が健康で生きがいを持ち、心豊かに生活

できる福祉社会の実現を目指して、平成７年度と９年度にわたって２保育所を全面移転改築

した。安心して子供を産み育てられる地域環境を築こうと、子育て支援にとくに力を入れて

いる。また各種検診事業を積極的に実施し、人間ドックや脳ドック、がん検診等をいち早く

導入し、疾病の早期発見・早期治療に取り組んできた。

高齢化が急速に進む中、要介護状態となっても老後を住み慣れた地域や家庭で安心して暮

らせる環境づくりを目指して、平成９年度に保健福祉センターを開設、保健・福祉の拠点施

設として、在宅福祉・在宅介護を重点課題に掲げながら「一人ひとりの顔が見える福祉施策」

を推進してきた。その結果、要介護状態に至らない、いわゆる元気老人の占める割合は高く、

平成１５年度からの介護保険料を引き下げることができた。

教育面では、学校教育・社会教育・生涯学習・社会体育において相互の連携を十分に図り、

住民のニーズと時代のすう勢を見極めながら各種施策を推進していくことが必要である。子

供たちには十分な教育環境を整え、健全育成を図るために、学校と家庭、地域が一体となっ

て取り組んでいる。さらに、住民の学習意識・意欲の高揚を図るため、中央公民館や体育館、

図書館、野球場等の各施設の整備を進めてきた。今後においても各施設が住民にとって活用

しやすいものとなるよう、一層の整備に取り組む必要がある。

生涯スポーツといえばグラウンドゴルフが代表格であるが、昭和５７年度に旧泊村において

考案、開発したスポーツである。平成５年度にはグラウンドゴルフを核とした地域振興を図

るため、本区域の中心部に公園を整備。オープン当初から県内外から多くのグラウンドゴル

フ愛好者や来園者で賑わい、観光レクリエーション基地となってきた。

しかし、近隣に類似施設ができてくるに従い、入り込み客数も年々減少したことから、新

たな公園の魅力づくり、地域活性化のシンボルとして、さらには自然エネルギーの利活用を

目指して、公園内に風力発電設備を鳥取県内１号機として平成１４年度に設置した。これに

よって、地球環境保全にいち早く取り組む地域として、多くの注目と関心を集め、公園の集

客力も回復し、イメージアップにも大きく貢献している。

８



�

議　　　会� 議 会 事 務 局�
出　　　納　　　室�

防災対策係�
総　務　係�
人事給与係�

町　　　長� 助　役�
（兼収入役）�

総 務 統 括�
財務管財係�
賦課徴収係�
評　価　係�

情報化推進係�

地域振興班�
合併推進班�

住 民 参 画 推 進 課� 住民参画推進係�
住民戸籍係�

企　画　係�

住宅／環境廃棄物対策係�

生 活 統 括� 子 育 て 支 援 課�

子育て支援係�
浅津保育所�
橋津保育所�
田後保育所�
あさひ保育所�
わかば保育所�
花見保育所�
東郷保育所�

健 康 推 進 課� 健康づくり係�

泊 地 域 振 興 課�
窓口業務班�
地域振興班�

福 祉 企 画 課�
総合福祉係�
年金保険係�

高 齢 者 福 祉 課�
地域福祉係�
介護保険係�

東 郷 地 域 振 興 課�
窓口業務班�
地域振興班�
地籍整備班�

農 林 水 産 課�
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福 祉 統 括�

果物王国／梨振興係�
商 工 観 光 課� 商工観光振興係�

建　　　設　　　課�
建　設　係�

建 設 統 括� 都市計画係�
上 下 水 道 課� 上下水道係�

農業委員会� 農業委員会事務局�

教 育 総 務 課�

管　理　係�

教 育 統 括�教　育　長�教育委員会�

学校教育係�
羽合幼稚園�
松崎幼稚園�
羽合学校給食センター�
東郷学校給食センター�

教育施設係�
学校建設班�

生 涯 学 習 課�
社会教育／文化振興係�
スポーツ振興係�

中 央 公 民 館�
羽 合 分 館�
泊　分　館�

図　　　書　　　館�
羽合分館図書室�
しおさいプラザとまり�

人権・同和教育課�
同和教育係�
人権施策推進係�

国民宿舎� 水　　　明　　　荘�

総　　　務　　　課�

財　　　務　　　課�

企 画 情 報 課�

税　　　務　　　課�

地 域 振 興 課�企 画 統 括�

町　　　民　　　課�

ISO推進班�

湯梨浜町行政機構図（平成１７年１月１日現在）
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イ 財政の状況

平成１５年度における旧泊村の財政規模は、一般会計歳出決算で２，２４０，５５６千円であり、平

成１２年度に比べ２％の増となっているが、これは中央公民館改修事業に係る図書施設建設事

業や中山間地域活性化事業交付金事業等による普通建設事業が増加したためである。

歳入決算においても２％弱の増となっているが、財源別にその状況を見てみると、地方税

は景気の低迷の影響を直接受け、平成１２年度に比べ９％の減となっており、歳入全体に占め

る割合も１２．７％と低くなっている。地方交付税についても１２．６％の減になっており、増加す

る見込みはたっていない。また、地方債については平成１２年度に比べ４８．４％の増と膨れてお

り、地方債に頼る状況が続いている。

このような状況の中、投資的経費の充当財源は国庫支出金・地方債等に依存しなければな

らないため、公債費の増嵩等、今後の財政運営は厳しいものが予想される。

以上のような状況を踏まえ、今後とも行政の簡素化・効率化、経常経費の節減合理化に努

め、財政構造の健全化を図るとともに、限られた財源の重点的な配分に徹して、拡大する行

政需要に対して積極的に事業に取り組まなければならない。
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表１―２!１ 旧泊村財政の状況 （単位：千円）

区 分 平成１２年度 平成１５年度

歳入総額 Ａ ２，２３５，３７０ ２，２７８，６９８

一 般 財 源 １，４４６，０９２ １，３２３，７９２
国 庫 支 出 金 ７８，３５１ ７２，０２６
都 道 府 県 支 出 金 １０７，４９６ １５１，８０６
地 方 債 ２８９，２５０ ４４１，５００
う ち 過 疎 債 ６０，０００ １８６，４００

そ の 他 ３１４，１８１ ２８９，５７４

歳出総額 Ｂ ２，１９３，２１８ ２，２４０，５５６

義 務 的 経 費 ９３８，６８６ ９７３，６２２
投 資 的 経 費 ４８７，１８３ ４１１，３４９
うち普通建設事業 ４７４，６７４ ４１１，３４９

そ の 他 ７６７，３４９ ８５５，５８５
うち過疎対策事業費 ９０，９９７ ２４４，０９９

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） ４２，１５２ ３８，１４２

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ ３，１００ １，３３５

実質収支 Ｃ－Ｄ ３９，０５２ ３６，８０７

財 政 力 指 数 ０．１４９ ０．１５０

公 債 費 負 担 比 率 ２６．０ ２８．０

起 債 制 限 比 率 １０．７ ８．６

経 常 収 支 比 率 ８３．１ ８０．２

地 方 債 現 在 高 ３，７００，６６７ ３，７０７，６５２
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表１―２!２ 主要公共施設等の整備状況

区 分 昭和４５年度末 昭和５５年度末 平成２年度末 平成１２年度末 平成１４年度末

市町村道
改良率（％） １．６ ９．０ ２７．１ ４４．１ ６２．９
舗装率（％） ３９．１ ９６．７ ９７．６ ９７．９ ９８．５

耕地１ha当たり農道延長（m） ８．２ ２６．２ ２３．７ ５７．２ ６９．３

林野１ha当たり林道延長（m） ０ ０ ０ ９．０ ９．０

水道普及率（％） ７８．１ ８７．６ ９９．２ ９９．１ ９８．７

水洗化率（％） ０ ０ ０ ４４．５ ７７．２

人口千人当たり病院、診療所の
病床数（床）

０ ０ ０ ０ ０

小学校危険校舎面積比率（％） ０ ５．７ ０ ０ ０

中学校危険校舎面積比率（％） ０ ０ ０ ０ ０
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� 地域の自立促進の基本方針

湯梨浜町における過疎とみなされる本区域の自立促進には、既存の産業振興はもとより、

豊かな自然や美しい景観、長い歴史と文化を活かし、新しい産業や地域文化の創造と振興等

を進めていくことが重要である。

人と自然の調和を第一に、守り継がれてきた歴史や伝統等を見直し、より風格ある個性豊

かな地域社会の形成を目指していくことが自立促進に直結し、住民との連携、対話を重視し

行政と住民が一体となって活性化を目指していかねばならない。そのためにも、地域間の交

流や定住促進、独自性や特性を活かした地域経済の自立を図るための具体策の推進を、住民

と一体となって取り組んでいくことが必要である。

高齢化や少子化の実情の上に立った活性化を見出していくことも必要である。今後も、少

子化や高齢化の進展が予測されることから、安心して子供を産み育てられる環境づくりや高

齢者福祉、障害者福祉等の施策の拡充を推進し、「地域は一つの家族」の理念に基づき安心

して暮らせる地域づくりを目指していく。

過疎の大きな要因は若年層の流出であり、若者の定住化や定着化を推進するための施策は

急務中の急務である。Ｕ・Ｊ・Ｉターン等による定住化促進を図り、併せて生活環境整備や

魅力ある産業の振興等を図っていく必要がある。一方、近年取組みを進めている新エネル

ギー活用推進等、この区域の独自性や特性を十分に活かした方策を推進していくことは、自

立促進に大きな効果をもたらすものである。

一方、海と山に囲まれた地域にあって、山林や農地の持つ水源涵養、防災、食糧生産等の

公益的機能や沿岸域における貴重な砂浜等の保全や復元等、環境問題への取組みや産業、生

活、レクリエーションなど多目的な開発や利用を進める。

さらに、鳥取県のほぼ中央に位置し鳥取市や倉吉市等への通勤圏内という条件下にあるこ

とから、鳥取中部広域圏全体の中での産業基盤の強化や交通通信体系の整備を図ることで、

若者の雇用機会の創設にもつながり、本区域内での若者定住促進に直結する。

これらの施策を進めるため、日本経済の動向と国・県及び広域市町村計画等の開発計画と

調整を図りながら広域的長期的な展望に立った自立促進を樹立する。

� 産業の振興

本区域の基幹産業は、古くから農・漁業の第１次産業であるが、急激な経済成長と激しく

変動する産業構造に対応しきれず、他産業への移行者増加や就業者の高齢化等によって、後

継者も生産量も激減、生産規模の縮小を余儀なくされてきた。世帯においても、家族が基幹

産業以外の多様な産業に従事することで生活を営んでいるのが現状である。

このような状況下で農林水産業の維持発展を目指すためには、高付加価値化や労働の省力

化を図り、さらに長期展望に立った生産基盤の整備や生産構造の改善を図っていく必要があ

る。

また、商業は商店規模が小さい上に店舗数も減少の一途にあり、さらに消費者の行動範囲

の拡大や情報化社会における消費ニーズの多様化や個性化が進み、近隣の大型店舗や通信販

売等へと消費者が流れ、地元吸引力は年々著しく低下している。しかし、逆を言えば、車社
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会であるからこそ、新しい消費者の吸引も可能であり、今後は農業や漁業、商業、観光等を

一体化した産業の連携を強化し、総合的な振興を図る必要がある。

ア 農 業

基幹産業としての農業振興策を進めていくには、自然環境保護と農村基本法の理念に沿い、

農家の兼業化や就業者の高齢化、廃遊休農地等の増加の現状を点検しながら、区域の実情に

適した農業体系を確立していかなくてはならない。

施設園芸振興を一層促進し、活性化センターを拠点にして農業情報等の把握や生産活動に

情報化を取り込むなど効率化を推進したり、農産物加工品の開発に取り組むなど、各種ソフ

ト事業を強化し、農業世帯の生産意欲向上や経営改善、経営安定化を図る。

イ 林 業

本区域の林業は、産業としての地位は確立されていないが、森林が有する多目的な機能が

総合的かつ高度に発揮されるよう適切に管理するためにも、多目的保安林の再整備、森林保

全や育成を引き続き行い、資源の有効利用の確立を進める。

ウ 水 産 業

本区域における水産業は５トン未満の漁船による沿岸漁業が中心であるが、年々進む資源

の枯渇や、漁業従事者の後継者不足と高齢化の厳しい状況下にある。このため種苗放流や人

工魚礁等の生産基盤の整備を図りながら、資源確保や開発を進めるとともに水産業の体質強

化を図るための広域的視野に立った漁業の体制整備を進める必要がある。

また、漁港整備は、泊漁港が県中部の中核的漁港として重要な位置にあることを踏まえ、

引き続き促進し、漁業経営の安定化と経営基盤強化を図っていく。さらには、観光漁業の確

立についても、その対策を講じていく必要がある。

エ 商 工 業

下請け又は小売業主体の小規模な商工業が実態である。小売商店も店舗数が減少の一途に

あり、消費ニーズの多様化や個性化、消費者の行動範囲の拡大、あるいは情報化の進展等に

よって、近隣の大型店舗の利用増大や通信販売等の新しい消費スタイルが広がってきた。衰

退傾向の商業を立て直しするには、地元資源である農林水産業や観光との連携を強化し、特

色や独自性を活かした新しい商業への転換を図り、集客の増大を図る必要がある。

工業の振興については立地を促す条件整備が重要だが、近隣に市部がある本区域にあって

は、広域的な考えで企業の誘致を促進する。

オ 観光又はレクリエーション

グラウンドゴルフは昭和５７年に旧泊村において開発し誕生したスポーツであり、平成５年

度にはグラウンドゴルフのふる里公園「潮風の丘とまり」を開園した。オープン以来、県内

外からの多くの来園者で賑わい、平成１６年７月には公園利用者数が７０万人を突破した。利用

料の不要な一般客を合わせると、すでに１００万人をはるかに超え大きな観光施設となってい
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る。公園内には有志による会社設立によってレストハウスもオープンさせ、さらに公設民営

のバーベキューハウスも設け集客量の増大を図ってきた。

平成１４年度には公園内に村づくりのシンボルとして鳥取県内１号機の風力発電設備を設置

したが、新エネルギーの活用とイメージアップに直結した大きな相乗効果をもたらしている。

この公園の一層の活性化を推進するためにも、夜間照明の設置等、施設設備の拡充を図って

いく。

貴重な「鳴り砂」の美しい石脇海岸は、年々海水浴客が減少し民宿経営も今では１軒を残

すのみとなった。近年のアウトドア志向や体験型観光志向、健康志向や家族志向等の観光

ニーズを的確に把握し、グラウンドゴルフのふる里公園とのタイアップ、豊かな自然と美し

い景観との調和を図りながら、農産物や海産物等を含め、広域的かつ総合的に、滞在型の観

光の形成を促進していく必要がある。また、宿泊施設の整備や美しい海を活かした新しい観

光施策に取り組む必要がある。

� 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進

ア 交通通信体系の整備

道路交通網は広域化する社会において、産業経済、生活活動に欠くことのできない基盤で

ある。とくに道路整備は地域開発や振興、経済活性化にとって重要な要素を持ち、生活交通、

産業交通、地域交通などそれぞれの目的に対応した広域的で総合的な道路網整備が必要であ

る。区域内の生活道である町道整備は、地域住民生活に必要不可欠なものであり、年次的か

つ計画的に改良や新設を進めていく。

平成１５年３月には待望の高規格道の山陰道青谷・羽合道路が開通した。圏域を越えた経済

交流、文化交流を促進し地域活性化の動脈として、その通行量は日ごとに増加している。

イ 情報化の推進

平成２年には区域全域に防災行政無線設備を整備し、緊急時の情報伝達等に大きな効果を

発揮してきた。平成１１年度には農村多元情報システムを導入し、地域情報等の迅速な伝達発

進を含め、同報FAXや音声告知機も整備し行政情報サービス提供の体制を整備している。

さらに、NTT公衆回線網を使用して地域住民のインターネット業務の実施も平成１５年度か

ら開始した。

情報化の推進は、今や欠かせない生活環境基盤の一つである。高度情報化は日進月歩の勢

いで進展し、今や国をあげて電子自治体の実現が推進されているが、光ファイバーによる万

全なセキュリティ確保に立った高度情報化構想（FTTH）の推進を全町的に図り、より高度

な情報サービス提供を住民に向けて図っていくとともに、国内外に向けた地域情報の積極的

な発信に努める。

ウ 地域間交流の促進

都市、近隣町との住民相互の交流拡大は、文化や経済を始め地域全体の活性化に直結し、

地域間の交流を促進することで将来的な定住促進を生み出すことにもなり、都会と地方、山

間部と漁村、国内や海外といった生活環境の違いを超えて、幅広い視点に立ち積極的に「人」
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「物」「文化」等の交流を図っていく。そのための交流施設整備と既存施設の有効活用を図

り、各種イベントや各種体験事業を通じて交流機会の提供を図る。

� 生活環境の整備

住民が安全で安心して暮らせる地域づくりは、町づくりの根幹であり行政の最重要課題で

あるが、そのためにもまず生活環境の整備を図る必要がある。

水道水の安定供給、下水道の整備、消防防災体制の充実強化、道路交通網の整備はもとよ

り、環境保護や保全の推進、保健福祉の拡充や住環境整備等、住民生活に快適さをもたらす

ための必要諸施策を推進していく。

時代の変革とともに激しく変わっていく住民のライフスタイルや住民要望を的確に把握し、

ふさわしい生活環境を整備していく必要がある。

豊かな自然環境の保護保全に努めるとともに、美しい景観と防災に配慮した開発と、安全

で快適、さらに調和の取れた環境整備を図る。

� 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

若年層の流出や少子化、出生率の低下等によって依然として過疎化の進行には歯止めがか

からず、さらには一人暮らし老人や高齢者のみの世帯の増加が著しい。高齢となっても健康

的で生きがいを持って老後が過ごせるよう、また、介護が必要な状態となっても住み慣れた

地域や家庭で安心して暮らせるよう、総合的に連携を密にしながら保健・医療・福祉施策を

行う。

障害を持った人たちが自立を目指し積極的に社会参加できるよう、施設整備はもとより、

地域社会の環境整備を進めていく。また、家庭に閉じこもりになりがちな障害者を地域全体

で支えていく体制の整備が必要である。

児童福祉については、次代を担う健全な子供たちの育成を図っていくためにも、地域全体

で子育てを支援する環境づくりに努めるとともに子育て支援体制の整備や多様化する保育

ニーズに対応できるサービスの提供、小学校との連携強化等、子供を産み育てやすい環境づ

くりを進める。また社会的に児童虐待が大きな問題となっていることから、保護者の子育て

を孤立させず、地域全体で子育てする意識の醸成を図り、相談体制を充実強化していく。

� 医療の確保

高齢化の進展や疾病構造の変化、情報の氾濫等によって、人々の健康への関心は大きく高

まり医療需要はますます増大し多様化してきた。「自分の健康は自分で守る」という基本原

則のもとに、各種検診の受診率向上を図り、疾病の早期予防と早期発見、早期治療に積極的

に取り組んでいるが、さらに健康教育や健康相談等を繰り返し実施していくことで、住民の

健康づくりに対する意識向上を図るとともに、各種検診結果をもとにした住民個々に適した

フォロー体制を強化していく。

一方、本区域内における医療機関体制は不十分な状態にあるため、開業医の理解と協力の

もとに保健業務と医療との連携を深め、疾病予防に向けた取組みを推進していく。

また救急医療については、引き続き鳥取中部ふるさと広域連合事業の中で整備拡充を図る。
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� 教育の振興

ア 教育の振興

地域の活性化推進には、物の豊かさだけでなく人づくりが大切な要素である。時代に適応

した意識を醸成した住民が、地域活性化や自立促進のための原動力となり、そのためにも学

校教育や社会教育、生涯学習の推進が重要施策となる。

学校教育は、心身の発達に応じて人間形成に必要な想像力や自主性、創造性を身につけ、

地域の将来を担う人間性豊かな人材育成を図るために最も重要である。

教育内容や教育施設の充実に努めながら、現在行っている総合学習や体験学習の充実、情

報化、国際化に十分に適応し対応できる子供たちの育成を図る。また、学校施設は、単なる

文教施設にとどまらず、地域社会の中心的施設として重要な役割を担っていくものであり、

住民の交流や地域の教育活動の拠点として広く活用する必要がある。とくに、少子化に伴う

空き教室の利活用については、地域住民への開放や社会教育の場としての提供等を含め、検

討していく必要がある。

一方、社会教育については住民の多様なニーズに対応するため、中央公民館や図書館を拠

点とした生涯学習を推進し、住民の要望に十分応えるべく学習機会の充実を図る。

また、スポーツ活動の振興を図るため、体育施設の整備充実を図り指導者の育成確保に努

める。

イ 集会施設、体育施設、社会教育施設等の整備

平成１６年度には待望の図書施設しおさいプラザとまりがオープンし、読書活動推進だけで

なく中央公民館との連携によって社会教育や文化活動、生涯学習等の拠点施設となった。町

内図書館をネットワーク整備し、図書サービスの向上を図っていく。

小学校空き教室や活性化センター、漁村センター、あるいは各地区公民館や集会施設等の

利活用を図り、地域住民に身近な施設での社会教育等の振興を図る。

体育施設の中には老朽化の著しい施設もあり、再整備や屋外体育施設の整備を進めるとと

もに、指導者養成やスポーツ人口の増加を図っていく。

� 地域文化の振興等

先代たちが築き上げてきた伝統や文化は、住民にとって大きな財産であり誇りである。長

い歴史を将来に守り伝え、次代に引き継いでいかなくてはならないが、若年層の減少、少子

化等により伝統文化の継承が困難となりつつある。

伝統文化や生活文化の振興に、高齢者の長年の経験や知識を活かし積極的な社会参加や生

きがい推進と結び付けながら、子供たちの郷土愛の醸成、地域の誇りの創出等へと発展させ

ていかなくてはならない。また、優れた景観や重要な歴史的史跡等の保存や活用を図る。

� 集落の整備

従前の本区域の集落形態は、大別して農業集落と漁業集落とに区分されてきたが、近年で

は就業構造や世帯構成等が大きく変化し、今ではその区別はつけにくくなっている。

しかし、相互扶助等の伝統的な集落機能は全体的に希薄となったものの、典型的な農漁業
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集落については依然として継承されている。

海岸線の漁業集落においては住宅が密集し駐車スペースもなく、住環境は必ずしも快適と

は言えず、若者の流出の大きな要因の一つでもある。このため、利便性の高い快適な住宅環

境の整備促進を図り、人口流出を防止するとともに、Ｕ・Ｊ・Ｉターンによる定住の促進を

図る。

	 その他地域の自立促進に関し必要な事項

本区域である旧泊村は、グラウンドゴルフの発祥地として全国的にその名を広めたが、そ

の拠点施設であるグラウンドゴルフのふる里公園「潮風の丘とまり」には県内外からの来園

者で連日賑わい、開園以来１１年で公園利用者数は７０万人を突破したものの、近隣に類似施設

が次々に開設されるようになると、利用者数は年々減少してきた。

この公園は標高８０mの位置に整備されており、年間通して日本海からの厳しい風を受ける

ことから「風」を活用した施設整備を検討した結果、平成１４年に公園内に風力発電設備を１

基設置した。

公園のイメージアップと自然エネルギー活用促進に力を入れる村づくりの新しいシンボル

として、その効果は予想を上回るほどであり、折りしも国をあげた地球環境問題対策として

自然エネルギー、新エネルギー等の本格的な利活用が取組まれるようになったことから、こ

の風力発電設備は鳥取県１号機として、内外の注目を集めている。

このことから、いち早く地球環境への取組みを始めた区域として、自然エネルギー、新エ

ネルギーの積極的な利活用促進について、年次的かつ計画的に一層の推進を図る。


 土 地 利 用

湯梨浜町は総面積が７７．９４�であり、このうち過疎とみなされる本区域は２割に満たない

１４．５３�である。このうち７割近くが山地丘陵で平地は極めて少ない。土地利用の状況は農

地２０．９％、宅地３．８％、山林・原野５５．４％、道路・河川公共用地等のその他が１９．９％等と

なっている。

土地の利活用は、住民のための限られた資源であることや、生活及び生産に順ずる諸活動

の共通の基盤であるということを前提におかなくてはならない。公共福祉を最優先し、自然

環境保全を図りながら地域の自然的・経済的・文化的条件を配慮し、健康で文化的な生活環

境を確保していくことが重要である。また、土地の均衡ある発展を図ることを基本理念とし

て、総合的かつ計画的な利活用を図り、さらには食料の安定確保に十分に対応できることを

基本として進めていく必要がある。

農用地や原野、宅地等の相互の土地利用の転換については、自然生態系や周囲の土地利用

状況等を考慮しながら、慎重な配慮のもとに計画的に実施していかなくてはならない。

� 計 画 期 間

この後期自立促進計画は、平成１７年４月１日から平成２２年３月３１日までの５ヵ年間とする。
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２ 産 業 の 振 興

� 農 業

� 現況と問題点

湯梨浜町における過疎とみなされる本区域の農業の主要指数は、次の表のとおりであり、

平成１２年では農地約１２７haを基盤に２３１戸の農家によって営まれている。このうち専業農家

はわずか２４戸であり、兼業農家については第１種兼業が４４戸、第２種兼業１６３戸で、梨を中

心に米・そ菜の複合経営である。１戸あたりの農地面積は０．５５haという兼業零細経営であ

り、農産物の価格低迷の影響もあって経営の安定が図られていない。

農家戸数は昭和５０年には４０４戸で、そのうち専業は１１．９％に当たる４８戸であったが、平成

１２年においては農家戸数、農地面積ともに半減している。とくに樹園地耕作面積を見ると

３６％にまで激減し、主要作物の生産指数では昭和５０年度の梨生産量が１，７６０tであったものが

平成１２年度では９４４tにまで落ち込んだ。農家の梨栽培離れに起因する減少であり、逆にその

他野菜としてほうれん草等のそ菜類の生産量は増加を見せている。ハウス栽培の普及による

ものである。

農業就業者数も３０年間で半減し、昭和５０年には６６１人であったものが平成１２年では３０４人と

なっている。１人当たりの耕作面積では昭和５０年と平成１２年を比較しても大差はなく１人約

０．４６ha程度であるが、１戸当たり耕作面積を見ると０．７４haだったものが０．５５haとなってい

る。また、農家１戸当たり生産所得額では昭和５０年には１，３７４千円であったが、３０年後の平

成１２年には約半額の７９７千円となっている。

後継者不足や農業離れ等によって就業者の高齢化はますます進み、今後においても耕作放

棄地が継続的に発生するなど、農村活力の低下が懸念される。

基幹産業である農業を活性化させるために、近代的農業経営の推進を鋭意的に推進してい

く必要がある。区画整理や基盤整備を実施し、圃場にあっては全農地の４．５割程度が整備済

みである。就業者の高齢化の進展を考慮しながら、機械化営農や収益性の高い農業の育成指

導、さらに集落営農組織の育成強化等、従来どおりの個別経営体を中心とした農業から脱皮

を図る必要があり、また、より一層の農地の流動化・利用集積を行い農地の高度利用を推進

していく必要がある。
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農業の主要指数

区 分 単 位 昭和５０年 昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年

農 家 戸 数 戸 ４０４ ３８１ ３５９ ３０５ ２７３ ２３１

専 業 戸 ４８ ６３ ５１ ３０ ３４ ２４

第１種兼業 戸 １９５ １４２ １２２ １００ ８２ ４４

第２種兼業 戸 １６１ １７６ １８６ １７５ １５７ １６３

農 家 就 業 者 数 人 ６６１ ６１１ ６６９ ４６６ ４３０ ３０４

耕 地 面 積 ha ３００ ３０３ ２８７ ２３１ １７５ １２７

田 ha １０２ １０１ ８６ ８２ ７０ ５３

畑 ha ８１ ６６ ６６ ５５ ４２ ３２

樹 園 地 ha １１７ １３６ １３５ ９４ ６３ ４２

農 業 粗 生 産 額 百万円 １，２０５ １，００３ ８７８ １，０２５ １，０３０ ６２０

農 業 生 産 所 得 百万円 ５５５ ３６７ ２９９ ４００ ３８０ １８０

農家一戸当耕地面積 ha ０．７４ ０．８０ ０．８０ ０．７６ ０．６４ ０．５５

農家一戸当生産所得 千 円 １，３７４ ９６３ ８３３ １，３１１ １，３９２ ７９７

（農林業センサス、鳥取県農林水産統計年報）

主要作物の生産指標

区 分
昭和５５年度 昭和６０年度 平成２年度 平成７年度 平成１２年度

作 付
面積等

生産量
作 付
面積等

生産量
作 付
面積等

生産量
作 付
面積等

生産量
作 付
面積等

生産量

米
ha

７９
t

２９０
ha

６８
t

３１０
ha

６０
t

２６３
ha

５８
t

３０２
ha

５０
t

２５５

梨
ha

１２４
t

２，２７０
ha

１２３
t

２，９００
ha

８１
t

２，０５０
ha

６５
t

１，３９０
ha

３８
t

９４４

ブロッコリー
ha

―

t

―

ha

２
t

１２
ha

７
t

４６
ha

４
t

２６
ha

２
t

８

す い か
ha

４２
t

１，２５０
ha

１８
t

８１０
ha

１９
t

６６１
ha

１５
t

５１０
ha

１２
t

４６６

キ ャ ベ ツ
ha

９
t

２６４
ha

９
t

２５４
ha

５
t

１３９
ha

８
t

２６８
ha

２
t

５２

その他野菜
ha

３３
t

６９９
ha

２３
t

４８３
ha

１５
t

３６０
ha

１２
t

２５２
ha

１３
t

２２２

豆 類
ha

３
t

４
ha

４
t

６
ha

４
t

５
ha

１
t

２
ha

２
t

４

（鳥取県農林水産統計年報）
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� そ の 対 策

ア 優良農地の確保

１ 基盤整備済農地等

本区域内の水田は、６地区７８haのうち５７haが整備済み、１１．５haが整備予定であり、基盤

整備が順調に進んでいる。機械化営農の導入や推進、農地流動化の促進による集約的農業経

営体の育成や農業所得の増大に結びつけ、安定的な農業経営を支援する。

２ 遊休農地（不耕作農地）

区域内の遊休農地は、田２０ha、畑・樹園地等が４５ha、合計６５haが存在し、そのうち農用

地区域内のものは、水田３ha、畑５ha、樹園地１５haあり、この農地について、利用権の設

定・農作業受委託等による一層の流動化を促進させ、土地の有効活用を図る必要がある。

３ 農地造成

１）老木園・廃園の再開発

本区域内の樹園地の多くは傾斜地で営まれており、立地条件から機械化の導入もスムーズ

に進まず厳しい作業を強いられている。これが、就業者の高齢化や担い手の減少によって梨

栽培の撤退を招き、生産量や品質の保持等、農業の発展を阻害している要因となってきた。

そのため、「おさゴールド」への品質改良・改植を計画的に行い、併せて小規模単位の園

地改良を行う必要がある。

２）小規模農地造成

山陰道青谷・羽合道路整備に伴う残土処分地約６haを、農地としての有効利用を図る一方、

農免道路沿線の原野等を開発し、集団化・効率化を促進しながら作付面積の拡大を図る必要

がある。

３）農業公社の設立

従来の家族経営（個別経営体）を補完する目的で流動化・利用集積を促進させるため、農

地保有合理化法人（農業公社）を設立し、円滑な農地利用を行う。

４）農地の多目的利用

都市住民との交流、あるいは農業体験を通じたリフレッシュ効果・農業に対する理解を深

めてもらう手段として、市民農園の開設や児童農園の開設を行い、自然とのふれあいを通じ

て豊かな人間形成の場としての空間を提供する。

イ 生産体制の確立

１ 基幹的担い手群の育成

本区域内の農業従事者数は前ページ資料のとおり年々減少しており、昭和５０年には６６１人

であったものが、平成１２年には３０４人と半減した。第１次産業の就業人口は３５２人であり、そ

のうち農業従事者は約８６％を占めているものの、その８割以上が６０歳以上となっている。

農業の担い手の高齢化が進むに従い、兼業化も進展し、農業労働力の減少が顕著となって

いく現在、今後とも農業を基幹産業として振興していくために、「基本構想」に沿った認定

農業者・基幹的農業者の育成、農用地の利用集積、農業経営基盤の強化を図り、継続的に基

幹的担い手群の育成確保に努める。

２１



２ 農業後継者の育成

地域農業のリーダーとなる優れた農家の育成には、女性農業従事者の各種研修会等への積

極的な参加参画の推進は大きな原動力となり、農業の活性化への起爆剤にも直結する。

青年就業者については経営改善支援センターを窓口にし、新規就農や担い手育成事業等の

事業を有効に活用し、農地の確保、資金面での援助、営農技術の習得等、積極的な推進を図

る。

３ 農業生産組織（集落営農）の充実強化

集落での合意形成を図り、各種事業への取り組み、農地の利用調整、農作業受委託の斡旋、

機械の共同利用等、集落の連携を密にし効率的な土地利用型農業の確立を図る。

４ 販売促進の確立

従来型の都市市場への販売網の拡充を図る一方、直売所の設置等による「地産地消」を行

い、より安全で新鮮かつ安価な農作物を安定的に消費者に提供する。

また、施設園芸を振興し消費性向に即した低農薬野菜や有機野菜、野菜予冷庫の活用を図

る。

� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

１ 産業の振興 � 基盤整備
農 業

土地改良事業（基盤整備促進
事業）
区画整理 １１．５ha
整地工・排水工等
道路工
暗渠排水・換地等

湯梨浜町

� 地場産業の
振興

施設園芸づくり事業補助
ビニールハウス １．５ha
県１／３ 町１／６
用地整備 ５ha

鳥取中央
農協泊支
所

地域再生事業
用地取得 ７ha
異産業交流施設整備
１棟

湯梨浜町
鳥取中央
農協泊支
所

� 林 業

� 現況と問題点

本町における過疎とみなされる区域内の森林面積は、区域全体総面積のうち３８％を占めて

おり、そのうち民有林が９１％を占めている。しかし、林業従事者はなく、健全な森林づくり、

林業の活性化にはほど遠いものがある。
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近年、森林の価値が見直されてきたが、土地の保全や水資源のかん養、生活環境の保全、

あるいは海洋資源の増殖など森林が持つ多面的機能を十分に理解し、造林の推進や森林保全

を図っていく必要がある。

また、区域内には、未利用資源として竹林の存在があるが、多くの竹林は手入れがされて

いない状態で、山林の荒廃化が心配される。

石脇・筒地地区において、竹炭窯を活用した活動が平成１１年度から始まり、その技術の確

立と普及が求められている。

《森林面積》

区 分
昭和６０年 平成２年 平成１２年

総面積 国有林 公有林 民有林 総面積 国有林 公有林 民有林 総面積 国有林 公有林 民有林

総 面 積
ha

７４２
ha ha

３８
ha

７０８
ha

７４７
ha ha

４１
ha

７０６
ha

７５５
ha ha

６５
ha

６９０

人 工 林 ３７６ ３９７ ３４４

天 然 林 ３２２ ２８２ ３３７

そ の 他 ４２ ６８ ７４

人工林率
％

５３．９
％ ％ ％ ％

５８．５
％ ％ ％ ％

４５．７
％ ％ ％

� その対策

ア 造林の推進

全般的に森林に対する意識が低く、森林の荒廃が目立つため、鳥取県中部森林組合、県造

林公社において行う造林や保育（保安林）の推進を図る。

イ 除間伐の促進

森林巡視員による本区域内における山林のパトロールを継続して行い、民有林における適

期の除間伐を促進する。

ウ 保安林の整備

各種の保安林が指定されており、安全で潤いのある暮らしを送る上で重要な役割を果たし

ている。

しかし近年の保安林は、その指定目的のみならず森林空間の利用等公益的機能の高度発揮

が強く求められており、こうした保安林を対象に地域特性を生かした整備を図るとともに、

保安林機能の維持・向上を図る。
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� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

１ 産業の振興 � 基盤整備
林 業

多目的保安林再整備事業
枯木除去・伐採 ３ha
下刈・造林（広葉樹） ３ha
保育

湯梨浜町

� 水 産 業

� 現況と問題点

水産業は、区域内の中央部に位置する第２種漁港を中心として営まれ、沿岸漁業で小型底

びき網・刺網を主幹漁業とし、これらと釣漁業との組み合わせが標準的パターンであり、回

遊性魚類を対象とした零細な漁業を営んでいる。近年では定着性魚類の減少、資源の枯渇、

回遊魚が不安定のために漁獲量は減少している。

これらの対策として、従来から人工魚礁の設置と種苗放流により水産資源の確保に努めて

いるが、今後もより一層の漁場整備や資源の維持培養を強力に推進していく必要がある。

また、漁業従業者の高齢化が進み、後継者不足が深刻な問題となっている現在、漁業生産

基盤の整備を図るとともに、担い手・後継者の育成が急がれる。

さらに、漁港は第１０次漁港整備長期計画に入り、漁港も整備され、今後は県中部の中核拠

点としての有効利用が望まれる。

《漁業就業者》（漁業センサス） （単位：人）

区 分 合 計 男 計 １５～２９歳 ３０～３９歳４０～５９歳６０歳以上 女 計 備 考

昭和４８年 １３２ １２６ １１ ２６ ６１ ２８ ６

昭和５４年 １２１ １１５ １０ １５ ５９ ３１ ６

昭和５８年 １０９ １０２ ４ ６ ６７ ２５ ７

昭和６３年 ７８ ７４ ０ ７ ４０ ２７ ４

平成５年 ７４ ７０ ０ ３ ３３ ３４ ４

平成１０年 ６２ ６２ １ ０ ２１ ４０ ０

平成１５年 ４６ ４６ ０ ０ ７ ３９ ０
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� そ の 対 策

ア 資源の開発と保護

１ 栽 培 漁 業

漁獲量は、沿岸の定着魚や回遊魚等の資源の枯渇によって減少の傾向にある。漁業資源の

安定確保が望まれるが、鳥取県栽培漁業センターと鳥取県水産試験場の優れた技術の協力や

援助を得ながら、魚介類の種苗放流事業を推進し、資源の維持培養を図るとともに、本区域

の漁業にあった新しい水産資源の開発研究に努める。

２ 養殖・畜養

漁業者の出漁日数は、年間９０～２００日程度であり、自然条件に大きく左右され、漁業経営

《漁業種別漁獲量》（港勢調査） （単位：t）

区 分 合 計
小型底
びき網

その他
の刺網

いか釣
その他
の 釣

その他
の延縄

地曳網 船びき網
その他
の漁業
種 類

備 考

昭和４８年 ６７９ １７１ １５０ ３１ ８ ０ ０ ０ ３１９

昭和５４年 ４６０ １８０ １４５ ２４ １６ ０ ０ ９ ３０

昭和５８年 ３３０ ５３ １８９ ２４ ８ ０ ０ ５ ５１

昭和６３年 ３２３ ４２ １６１ ２２ ５ ０ ０ ８ ８５

平成５年 ２３３ ２５ １３０ ４ １１ ０ ０ ５ ５８

平成１０年 ２７８ ５８ １１７ ３８ ４ ０ ０ ３ ５８

平成１５年 ４８２ １３ ４１６ １９ １３ ０ ０ ０ ２１

《経営体階層別経営体数》（漁業センサス） （単位：経営体）

区 分 計
漁 船
非使用

漁船操業（トン）
小 型
定置網

地曳網
海 面
養 殖

備 考
無動力船

動力船
１未満

１～３ ３～５ ５～１０

昭和４８年９５ ７ ４ １６ ３９ ２８ １ ０ ０ ０

昭和５４年８６ ０ １ ３０ １９ ３５ １ ０ ０ ０

昭和５８年８６ １ ０ ３２ １７ ３６ ０ ０ ０ ０

昭和６３年７５ ０ ０ １７ １２ ３４ ０ １１ １ ０

平成５年６５ ０ ０ ２１ １０ ３２ ０ １ ０ １

平成１０年６０ １ ０ １５ １２ ３１ １ ０ ０ ０

平成１５年４８ １ ０ ８ ８ ３０ ０ ０ ０ １
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は不安定なものとなっている。

このため、年間を通じて安定した漁業経営を図るため組織、事業基盤の強化と併せ、畜養

施設等の整備を進めていく必要がある。

イ 漁業生産基盤の整備

１ 漁場の整備開発

年次的かつ計画的に種苗放流事業等を実施し漁業資源の増殖を図っているが、効果が顕著

に現れないのが現状である。

このため、人工魚礁の設置・増殖場の造成等を行うことにより、沿岸域における漁場の整

備を進め、漁業資源の安定確保を図る。

２ 漁港の整備

泊漁港は、長期計画による新港建設が進められている。この整備計画とタイアップした親

水防波堤の整備等、漁港関連事業等により、漁港の有効利用・管理・漁業の就業方法等を踏

まえた近代化を促進し、漁港機能の充実を図る。

また、石脇地区及び小浜地区についても漁港整備を進めていく必要がある。

ウ 漁業経営体の確立

１ 漁業関連グループの育成

現在、漁業青年経営者で組織する水産研究グループ等によって、新しい漁法の習得や技術

向上を目指した研究活動が行われているが、今後はさらに、他地域の漁業者との交流を図り

ながら、鳥取県栽培漁業センター及び鳥取県水産試験場との協力のもとに、新しい漁業資源

の開発や増殖を進めていくため、漁業後継者の育成と併せて、漁業関連グループの充実強化

と新しい時代に対応できる組織づくりを進める。

２ 漁業後継者の育成

泊小学校の総合学習の一環として実施されてきた水産教室等により、子供たちの漁業に対

する理解を深めるための学習活動が行われている。地元の基幹産業である漁業の歴史や現状

について子供たちが学ぶことにより、漁業への正しい理解や認識を深めてもらおうという主

旨の学習である。

しかし、漁業の不安定な収入や操業状態等により、この水産教室等の学習が漁業への新規

就業者の誕生等には結びついていない。

このため、鳥取県と連携して地域間交流・漁業体験事業等による啓発活動をより一層充実

させるとともに栽培漁業・観光漁業等の推進と資源管理型漁業を確立し、漁業経営の安定・

就業の場の確保を図り、Ｕターン・新規参入等に対応し得る環境づくりを進め、後継者の育

成・確保を図る。

３ 漁業協同組合の経営基盤の強化

漁業協同組合は平成１５年に大型合併によって鳥取県漁業協同組合泊支所として新しくス

タートしたが、漁協の経営基盤強化を図るため、活魚を中心とした付加価値の高い商品の出

荷体制の整備を行う必要がある。

また、現在進行中の新港の整備に合わせ、渡船や釣り等の遊漁船による観光漁業も、新し
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い漁業の振興策として具体的に計画を推進していく必要がある。

� 商 工 業

� 現況と問題点

ア 商 業

本町における過疎とみなされる区域内の商業は、小売業が中心の家族従業員型及び兼業型

商店が殆どで、その規模も零細・小規模なものが大半である。

また、消費者の消費ニーズの多様化及び個性化、消費者の行動範囲の拡大、あるいは情報

化の進展等によって、近隣の大型店舗の利用増大や通信販売等の新しい消費スタイルが拡大

し、本区域内での消費者の購買力は著しく低下している。消費者の流出等が、商業経営を極

めて厳しい経営環境におき、店舗数は年々減少の一途にあるが、さらには商業者の高齢化に

よる事業意欲の減退も課題となっている。

衰退傾向の商業の立て直しには、地元資源の農林水産資源やグラウンドゴルフ等を活かし

た独自性のある振興策が急務だが、そのためにも後継者の養成、育成が必要である。

イ 工 業

本区域の工業は、縫製・建設関係が僅かにあるが、その大半が経営規模の小規模・零細で

不安定なものが多い。家内工業的な下請けが多く、労働力の高齢化も課題となっている。さ

らに土木建設業の大半が公共工事の請負を中心としたもので、市町村合併等による再編や大

規模な公共事業縮小等、従来の公共事業依存型経営を大きく見直しすべき状況となった。

また、交通の便は非常に良いものの平地が少なく、新たな企業立地は困難であり、工業近

� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

１ 産業の振興 � 基盤整備
水 産 業

魚礁設置事業
１，２００空�
２M×３M角

湯梨浜町

種苗放流事業
サザエ １０，０００個／年
アワビ ２０，０００個／年

鳥取県漁
業協同組
合

� 漁港施設 地域水産物供給基盤整備事業
漁港修築事業負担金
第２沖防波堤 Ｌ＝１２０m
５５０，０００千円×０．０７５
＝４１，２５０千円

鳥 取 県

� その他 地方港湾整備
（石脇・小浜）

鳥 取 県
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代化を大きく阻んでいる。

� そ の 対 策

ア 商 業

本区域の商業振興策に重要なことは、地域に密着し特性や独自性、地域性を前面に出し、

農林水産資源や観光資源等とのタイアップを図っていくことである。豊富で新鮮な水産物や

農産物を、身近な地域住民に届けられる「地産地消」の取組みを図りながら、さらに共同店

舗や駐車場、地域住民の憩いと交流の場を整備し、地域経済の集積を図る拠点づくりを進め

る対策が必要である。そのためにも特産品直売センターの整備等も具体的に検討しながら、

従来の商法から抜け出し、人の流れを呼び込むように消費者の拡大を図る。

また、グラウンドゴルフや石脇海岸の「鳴り砂」等の観光資源を創意工夫をもって商業活

性化に活かしていく必要がある。

イ 工 業

平地が極めて少ない立地条件を考えると、本区域においての企業の新たな誘致は非常に困

難である。既存企業の経営状況を見ても、大半が零細・小規模な企業が多く、経営基盤も不

安定で、急激に変化する社会情勢に対応しきれていない状況である。

こうした状況の中で、工業の活性化を図り地場産業の振興と雇用の拡大を図るためには、

本区域内に点在するこれらの企業の合理的・近代的な環境整備を推進しなければならない。

このため、既存企業の体質強化、生産性の向上、就業条件の改善を図る。

� 観 光

� 現況と問題点

グラウンドゴルフのふる里公園「潮風の丘とまり」は、平成５年度にオープンして以来、

グラウンドゴルフ愛好者をはじめ県内外からの多くの来園者で賑わってきた。開園１１年目の

平成１６年７月には利用者数７０万人を数え、一般の来園客を含めるとすでに１００万人は超えて

いるが、近年では県内に同種の施設が数多くできるに伴い、入り込み客数は減少傾向であっ

た。

平成１４年度には日本海からの風を有効活用しようと、鳥取県内初の風力発電設備１基を設

置したが、これによって平成１５年度の入り込み観光客数は前年比１１２％の伸び率を示した。

新しい村づくりのシンボルとして設置した風力発電設備は、本区域全体のイメージアップ

に大きくつながり予想以上の効果をもたらしたが、近隣においても大型規模での風力発電設

備の建設が予定されており、今後においても「潮風の丘とまり」が高い集客力を保ち続ける

とは考えにくい。

また、全国でも珍しい「鳴り砂」が広がる希少価値の高い海岸である石脇海水浴場は、平

成１３年に環境省によって「日本の水浴場８８選」に選定されており、景観・水質・安全性・利

便性等に優れている。しかし、レジャーの多様化と山陰特有の天候不順の影響を受けて安定

的な経営状態を保つには至っていない。

今後、県内に先駆けてクリーンエネルギーの利用に着手したという利点を生かし、「ク
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リーンエネルギーの里」としてさらなるイメージアップを図ることにより、地区内の自然が

生み出した財産である海水浴場・キャンプ場を県内外に周知啓発していくことが必要である。

併せて、海、山といった自然との調和をテーマに本区域内の観光施設の整備を進め、総合

的なリゾート型レクリエーションゾーンを形成していかなければならない。

� そ の 対 策

グラウンドゴルフのふる里公園は、年末年始以外は年中無休とし、さらに５月から９月ま

での土・日曜日・祝日の開園時間を延長するなど、公園利用者の増大を図ってきた。また、

グラウンドゴルフが屋外スポーツであることから雨天や冬場の利用が限定され、さらにグラ

ウンドゴルフの愛好者の大半が高齢者であることから、季節的な利用者数の変動が大きい。

夜間照明施設の整備や送迎用車の運行など、来園者の利便性を考慮した施設改善が必要で

ある。また、公園内での多種多様なイベントの実施や探検の森の再整備等、若い世代や家族

向けの新しい公園活性化方策も急務である。

また、グラウンドゴルフのふる里公園、鳴り砂で知られる石脇海水浴場、磯釣りが楽しめ

る海岸、豊富な農林水産資源、内外から要望の多かった遊漁船の整備等、総合的な観光対策

を図るとともに、本町内の東郷温泉・はわい温泉との連携を図り一体化したエリア的な観光

宣伝、観光客誘致を展開していく必要がある。

《石脇海水浴場と公園の入り込み観光客数》 （単位：人）

区 分 平成７年 平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年

石 脇 海 水 浴 場 ２４，７００ ２２，０００ ２０，０００ ２６，９００ ２２，３００

潮 風 の 丘 と ま り ８０，４３１ ７９，１６７ ６７，９０２ ６８，０５５ ６３，１６４

入り込み観光客数計 １０５，１３１ １０１，１６７ ８７，９０２ ９４，９５５ ８５，４６４

区 分 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年

石 脇 海 水 浴 場 １７，６５０ １９，１５０ １５，５００ １３，４００

潮 風 の 丘 と ま り ５５，６２６ ４４，３２８ ４６，７５１ ５２，７５１

入り込み観光客数計 ７３，２７６ ６３，４７８ ６２，２５１ ６６，１５１
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� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

１ 産業の振興 � 観光又はレ
ク リ エ ー
ション

グラウンドゴルフのふる里公
園整備
ナイター照明１０基

湯梨浜町

グラウンドゴルフ場送迎用自
動車購入
１０人乗り１台

湯梨浜町

グラウンドゴルフのふる里公
園
「恐竜の森」再整備事業
音響効果設備設置
屋外音響設備１式
遊歩道屋根設置

湯梨浜町

石脇海水浴場環境整備
休憩施設（あずま屋）の設置

２棟
鳴り砂看板の設置 ２枚

湯梨浜町

観光遊漁船整備
不要船利用
乗船場等整備

湯梨浜町
鳥取県漁
業協同組
合

石脇海水浴場宿泊施設整備
ロッジ５棟整備

湯梨浜町
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３ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進

� 道 路

� 現況と問題点

ア 幹線道路の整備

経済発展と住民の生活環境整備を図るには、都市圏との交通通信体系の適切な整備が絶対

条件となる。湯梨浜町においては、高規格道路の山陰道青谷・羽合道路、東西に走る国道９

号、南北に走り国道９号と接続する主要地方道倉吉青谷線を基幹道路とし、これらに接続す

る町道が町内を走り、集落や各施設等を結ぶ生活道であり連絡道としての役割を担っている。

平成１５年３月に開通した山陰道青谷・羽合道路の利用によって、従来の交通形態は大きく

変化した。町内の東西を走る国道の車両走行量は減少したものの、本町における過疎とみな

される区域の中央に位置する原地区にインターチェンジができ、その乗降車両は非常に多く、

まさに鳥取県中部地区の玄関口とも言えることから、主要幹線の交差地として、地域経済発

展の導火線としての期待が寄せられている。

本区域内の町道には、交差点事情や幅員構成が未改良、不十分なために円滑な道路利活用

に支障をきたすものもあり、円滑な交通手段と安全走行及び経済交流の確保を図るためにも

早急な整備が必要である。

〈１〉 国 道

本区域を走る国道は、海岸線に沿って東西に走る国道９号と山陰道青谷・羽合道路の２路

線である。平成１５年３月に一部供用開始された山陰道青谷・羽合道路は京阪神への入り口と

して経済発展と動脈としての整備が急ピッチで進められ、県内を東西に横断し将来的には米

子市へ４５分、鳥取市へ２０分と交通事情が格段に改善されることが期待されている。

また、山陰道青谷・羽合道路の一部供用開始によって本区域を東西に走る国道９号の交通

量が減少し交通混雑が解消された。

本区域の中央に設けられた山陰道青谷・羽合道路のインターチェンジは、国道９号と主要

地方道とを交差し車両の乗降利用は非常に多く、鳥取県中部の玄関口となっている。

今後、集落と国道９号及び山陰道青谷・羽合道路へのアクセス道を整備していくことが、

地域開発を進める上で大きな要素であり重要課題となる。また近年増加している国道に置け

る交通事故・交通違反への対策も一体的に進めていく必要がある。

〈２〉 主要地方道

本区域内の主要地方道は、倉吉青谷線の１路線である。改良済みであるが車両通行及び歩

行者のための安全対策が十分とは言えず、施設等の整備が望まれる。

〈３〉 一 般 県 道

本区域を走る一般県道は２路線ある。その中の泊港線はJR泊駅から集落内 （園、泊地区）
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を走り泊漁港に至る道路であり、地域住民の生活に欠くことのできない路線であるが、改良

率は極めて低く今後の改善整備が必要である。

泊絹見青谷線は、現在改良中であるが未改良区間の早期整備が望まれる。

〈４〉 町 道

町道のうち本区域内の町道は、次の参考資料のとおりであり、幹線道が１１路線（１級町道

５路線、２級町道６路線）で延長Ｌ＝９．６�、その他の区域内町道は６１路線で延長Ｌ＝２０．１

�、合計総延長Ｌ＝２９．７�となっている。これらの改良率は６２．９％（規格改良済延長Ｌ＝

１８．７�）である。

また、車両通行不能は１２％、交通可能であっても国・県道との平面交差が規格どおりに

なっている道路は数少なく、交通の安全性を欠いている。

とくに本区域の南側は大半を山地が占め、国道とJR山陰本線によって分断されているた

めに狭いトンネルや隧道、線路踏切りによって接続されているが、交通の便は非常に悪く、

町道の改良、整備も不十分である。

これらの状態をふまえ、本区域全体の道路網を見直し計画的に整備する必要がある。

イ 農 道

農業基盤の進捗にあわせて農道の整備もかなり進んできたが、その他の農道はほとんど未

整備であり、農業の省力化・農地間の移動の安全かつ迅速化を阻害している。

ウ 集 落 道

極めて平地が少ない地理的環境から、本区域内の集落の大半が海岸線に沿って形成され、

集落内の民家は密集し、集落内道路においては軽自動車の通行が精一杯といった非常に幅員

の狭い道路が多い。

火災等の災害発生時等の緊急時において、緊急車両・救急車両等の進入が阻まれる恐れが

ある。早急な改善、改良が必要である。

《本区域内における町道整備状況》 （平成１５年４月１日現在）

区 分 道路延長 改良延長 舗装延長 改 良 率 舗 装 率 備 考

一 級 町 道 ６，２４８m ５，５３８m ６，００３m ８８．６％ ９６．１％ 路線数 ５

二 級 町 道 ３，３６９ １，２３５ ３，３６９ ３６．７ １００．０ 路線数 ６

そ の 他 町 道 ２０，１７８ １１，９７３ １９，９９０ ５９．３ ９９．１ 路線数 ６１

合 計 ２９，７９５ １８，７４６ ２９，３６２ ６２．９ ９８．５ 路線数 ７２

（道路施設現状調査）
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� そ の 対 策

ア 幹線道路の整備

〈１〉 国 道

山陰道青谷・羽合道路、国道９号への町道タッチにおいて、円滑な交通機能が確保できる

ように、国と町とが一致協力して改善整備を促進する。また都市圏との経済・文化的交流の

促進を図り地元経済の発展を推進していくために、山陰道青谷・羽合道路のさらなる整備促

進を強く要請する。

〈２〉 主要地方道

最も身近な倉吉市へのスムーズな連絡体系と経済流通の強化、沿線利用者のための道路照

明灯や横断用信号機等の設置、生活環境改善をも含めた一体的な整備を促進する。

〈３〉 一 般 県 道

良好な生活環境及び円滑な交通手段を得るため、町道網と協調しながら、整備促進してい

く。

〈４〉 町 道

本区域内の道路網を見直し、国・県道を含む他事業の道路計画も踏まえ、また良好な生活

環境及び居住空間をも視野に入れて計画的に整備促進する。

イ 農 道

本区域内の農道整備は、農業生産の近代化や農産物の流通の合理化、農村生活環境の改善

等に益する機能を配慮し、それぞれの目的にあった各種農道を計画的に整備拡充する。

ウ 集 落 道

集落間交通の利便性・安全性を確保しながら、災害緊急時においても安心して利用できる

集落道の整備をおこなう。
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� 情報通信

� 現況と問題点

高度情報化社会の真っ直中にあって、情報通信技術は日進月歩の勢いで発展し、情報に関

する環境は急速かつ急激に変化してきた。産業、経済、生産、流通から文化、生活領域に至

るまで、必要な情報はいつでもどこでも地球規模に渡って必要なだけ即刻入手できる情報通

信サービスが浸透し、今や住民生活にとって高度情報ネットワークは必要不可欠なものと

なっている。

本町においては町内全域に防災行政無線を開局し、行政情報、生産情報、防災情報等の各

種情報の提供を行っているが、過疎とみなされる本区域においても平成２年度に全域にわ

たって整備した。また、平成１２年４月からは本区域においても農村型CATVの放送を開始し、

さらにこのケーブルを利用した音声告知機及びファクシミリが区域内のほぼ全世帯に設置し、

生活・産業等において双方向の情報通信が可能になり、生活の利便性が向上した。

さらに、行政情報化を推進し行政事務の効率化と住民サービスの一層の向上を図るため高

� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

２ 交通通信体
の整備

� 市町村道道路 原線（改良）
Ｌ＝８００m

歩道設置 Ｗ＝１．５m

湯梨浜町

長清寺線（改良）
Ｌ＝５２０m
Ｗ＝４．０（５．０）m

湯梨浜町

船据場線（新設）
Ｌ＝１６０m
Ｗ＝５．５（６．５）m

用地買収 １式
補償費 １式

湯梨浜町

泊園海岸線（改良）
Ｌ＝２００m
Ｗ＝４．０（５．０）m

湯梨浜町

一里浜線（改良）
Ｌ＝１，１００m
Ｗ＝６．０（１４．５）m

湯梨浜町

石脇東屋敷線（改良）
Ｌ＝５００m
Ｗ＝３．５～５．０（７．０）m

湯梨浜町

３４



度通信回線を活用し、公共施設間及び本区域を始めとする全域に情報通信ネットワークの構

築を進め、情報の過疎地域が生じないよう整備を図る。さらに統合型地理情報システム

（GIS）も整備し、世界的な規模で情報収集・発信できる情報通信ネットワークの構築が急

務である。

� その対策

� CATV施設、防災行政無線施設を有効利用し、「早くて・正確な」情報伝達を実施す

るとともに、本区域内に整備している双方向情報発信システムの有効利用を図る。

� 行政事務の効率化と住民サービスの一層の向上を図るため、行政機関相互及び住民と

を高度通信回線網で整備し、高度情報ネットワークの構築を図る。また、統合型地理情

報システム（GIS）の一層の整備を図り行政情報化を積極的に推進する。

《区域内における防災行政無線の設置状況》 （平成１６年４月１日現在）

区 分 種 類 細 別 数 量

固 定 系 屋 外 拡 声 受 信 局 ８局
（広 報 伝 達） 戸 別 受 信 機 ９０５局

防災行政無線
（親 局）

移 動 系 車 携 型 無 線 機 ８局
（情 報 収 集） 携 帯 型 無 線 機 １０局

� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

２ 交通通信体
の整備

� 電気通信施設等情
報化のための施設

ブロードバンド化事業
公共施設間の光ファイ

バー敷設及び区域内のブ
ロードバンド化

湯梨浜町
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４ 生活環境の整備

� 水 道 施 設

� 現況と問題点

本区域の簡易水道施設及び飲料水供給施設は、昭和３３年から昭和６１年にかけて区域内全域

を順次整備し、現在では普及率が９９％を超え、全国水準、県平均を上回っている。昭和５９年

から老朽化した送配水管の配管替えを進め、平成５年からは下水道事業の支障移転として、

ほぼ全区域的に水道管の布設替えを実施。さらに平成１０年度には緊急整備事業として泊簡易

水道配水池を新設した。

また、平成１５年度には宇谷地区に、平成１６年度には小浜地区に、それぞれ配水池を新設し

水量拡張事業を実施、漏水のない安全で安心できる水の安定供給に努めている。

しかしながら、生活様式の変化や多様化、下水道整備等によって水の需要は増加傾向にあ

り、水量確保及び水質保全のため水源の適切な管理や、取水ポンプ、配水池、送水管等の施

設改善を図っていく必要がある。さらに、水質の悪化や取水ポンプの故障など緊急事態に対

応するための施設整備や、的確な維持管理を行うため水道台帳の整備が急がれる。

また、地震などの災害時における施設耐震性向上や、災害状況を考慮した応急給水や速や

かな復旧工事、さらに応援体制整備や資機材の備蓄など、万一の場合に十分に備えられる管

理体制の整備と強化が必要である。

� そ の 対 策

年間を通して、より安全でおいしい水を住民に安定供給するため、水道施設の改善と維持

管理に努めている。

将来的な町内水道施設等の広域化を視野に入れながら、計画的に維持補修に努めるととも

に、次の対策を中心として、水量不足が懸念される地区についての施設整備改善等を図る。

� 災害等の緊急時に、迅速な対応策を講じる体制の強化と施設整備を図る。

� 筒地地区水道施設の水源等の再整備を図る。

� 適正な維持管理を行うため水道台帳を整備する。
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� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

� 下水処理施設

� 現況と問題点

生活環境の整備を図るため、平成４年度から区域内全域の下水道化を目指して農業集落排

水事業、特定環境保全公共下水道事業及び小規模集合排水事業の三種類の事業により下水道

整備を進めてきた。

農業集落排水事業は、平成７年に宇谷地区の施設供用開始を皮切りに、平成１０年には石

脇・小浜地区、特定環境保全公共下水道事業では原・園・泊地区において実施、また小規模

集合排水事業は人口、世帯数の最も少ない筒地地区で平成１１年度に事業実施した。その結果、

特定環境保全公共下水道事業に一部、未供用区域を残しているものの、ほぼ１００％に近い普

及率となっている。

下水道整備には多額の予算を投入していることから、区域全家庭の加入こそが最大の事業

効果が発揮される要件であり、今後も未接続世帯の解消を目指し、啓発活動を積極的に行い

ながら下水道接続の促進を図り、さらに区域内４箇所の終末処理場及び管路施設の的確な維

持管理、運営を図っていくことが必要である。

� そ の 対 策

� 公共下水道における未供用開始区域の管路を整備する。

� 未接続世帯の解消を図るとともに、早期に全区域水洗化を目指し下水道への接続をよ

り促進する。

� 効率的で的確な施設の維持管理を行う。

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

３ 生活環境の整
備

� 水道施設
簡易水道

簡易水道事業
筒地地区水道施設の再整備、
調査・試掘・水源確保

湯梨浜町

水道台帳整備 湯梨浜町

《水道使用量の推移》

年 度 年間排水量（�） 年間有収水量（�） 有収率（％） 給水人口（人）

平成１１年度 ３３９，１６９ ３３３，９８９ ９８．５ ３，１２５

平成１２年度 ３５０，２７４ ３３０，１０４ ９４．２ ３，１２９

平成１３年度 ３４９，４７８ ３２４，４５４ ９２．８ ３，１１９

平成１４年度 ３４５，６１４ ３２０，６９９ ９２．８ ３，０７６

平成１５年度 ３４３，０９９ ３１３，１２６ ９１．３ ３，１０５
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� ごみの減量化と処理

� 現況と問題点

一般家庭から排出されるごみの量は年々増加しているが、分別収集の徹底、資源再利用の

促進に力を入れ取り組んできた成果として、住民のごみ減量化に取組む意識はかなり高まっ

てきた。

生ごみ処理機の購入補助事業の実施、分別収集の手引きを作成し全世帯に配布、住民対象

のごみ減量化推進の研修会の開催等、各種の取組みを展開しているほか、各地区ごみステー

ション設置の補助事業も年次的に行ってきた。区域内１４地区のうち、すでに１０地区について

新たにごみステーションが設置され、地域住民自らの徹底した分別収集が推進されている。

各地区や子供会等の各種団体による「ほうきリサイクルセンター」の視察研修や、地域活

動の一環として再生資源回収活動も活発に行われており、地域単位、あるいは住民個々のご

み減量化に対する意識の高揚が伺えるものの、こういった活動が必ずしも家庭から排出され

るごみ量減少に結びついているとは言えず、リサイクルの推進や分別収集等の啓発を繰り返

し継続的に行っていく必要がある。

山地や海岸等への不法投棄、歩道や公園、広場へのポイ捨ても後を絶たず、環境汚染を招

いている。住民有志の環境パトロール隊も組織され、漁港周辺を中心に美化活動を展開して

いるが、今後ますます分別の徹底とごみ処理の適正化、環境美化活動の推進、資源ごみの回

収活動促進、リサイクル意識の啓発に努め、行政と住民が一体となったごみ減量化に取り組

んでいかなくてはならない。

� そ の 対 策

ごみの分別やリサイクル活動が住民主体の活動となるよう、行政としての適切な指導と助

言を行っていく必要がある。そのためにもごみ減量化やリサイクル活動情報、ごみ処理に要

する経費負担等について、住民に周知啓発し正しい認識を深めてもらうとともに、地区単位

での研修会や学習会を継続的に開催し、環境美化や環境保全、環境教育の徹底を図っていく。

� 再生資源回収の促進やリサイクルの推進を図る。

《下水処理の状況》 （平成１６年４月１日現在）

事 業 名 対象地区 使用開始年月 対象戸数 接続戸数 接 続 率

農業集落排水事業 宇谷 平成７年１２月
戸

１６７
戸

１６４
％

９８．２

石脇・小浜 平成１１年４月 １４４ １４１ ９７．９

特定環境保全
公共下水道事業

泊・園・原 平成９年４月 ５８５ ４７８ ８１．７

小規模集合
排水事業

筒地 平成１２年４月 １３ １３ １００．０
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� ゴミの分別の徹底と減量化を図るため、ゴミ処理適正指導を強化する。

� 環境美化活動の促進と啓発を図る。

� ごみの不法投棄、ポイ捨てに対する取締りを強化する。

� ごみの不法投棄やポイ捨ての現状、ごみ収集の実態を住民に認識し理解してもらうた

めの巡回や巡視活動を推進する。

� 各地区のごみステーション整備を促進する。

� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

� 消 防 施 設

� 現況と問題点

ア 防 災

本区域は、総面積の約７割を山地丘陵が占め、海岸付近まで段丘状に丘陵の迫った地勢に

あるため極めて平地が少ない。海岸沿いに大半の集落が形成され、台風や集中豪雨等に起因

する自然災害による被害を受けやすい危険箇所が非常に多い。

また区域中心部はとくに住宅が密集し、集落内の道路も極めて狭く日常的に車両通行にも

支障をきたし、万一の災害発生時の避難・救急・消火等の対応が大きな課題となっている。

災害を未然に防ぎ住民の安全性確保が急務である。

災害の未然防止には、日常的に迅速かつ正確な防災等に関する情報伝達が必要であり、災

害発生時には、その被害を最小限に食い止めるため地域の状況を正確に把握し、迅速で適切

な情報を地域住民に伝達しなくてはならない。

住民の生命財産を守るために、平成２年度には防災情報無線施設を開局したが、防災資器

材の確保や整備、充実を計画的に図っていく必要がある。

また、災害発生時の迅速な避難誘導や速やかな情報伝達に、地域住民の果たす役割は非常

に大きい。高齢者や障害者、乳幼児や病人等のいる世帯を正確に把握し地理的にも詳しい地

域住民だからこそ、災害時の初期活動が期待できることから、地区組織を自主防災組織と位

置づけ、防災意識の向上や防災対策の情報提供を始め、組織の体制充実と育成を図っていく

必要がある。

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

３ 生活環境の整
備

� 廃棄物処理施
設
ごみ処理施設

ごみステーション整備助成
未設置集落に整備

湯梨浜町

生ごみ処理機購入助成
購入助成１件２万円まで

湯梨浜町

不法投棄監視員・環境美化推
進員設置（区域内の巡視）
１名

湯梨浜町
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さらに、地域内の避難誘導案内表示板の設置や避難場所の確認等、行政との連携を十分に

深めていくことが大切である。

今後、さらに防災業務を効果的に推進していくために、住民一人ひとりの防災意識の高揚

と防災知識の普及を図り、防災体制の強化、充実を図っていく必要がある。

イ 消 防

本区域内の世帯の住宅構造は木造建築が大半であり、限られた平地に住宅が密集する地域

が多く、万一の火災発生時の消火活動に大きな不安を抱えている。さらに住宅密集地内の道

路は非常に幅員が狭く消火活動が制限され、大火災発生の危険な要素を多分に含んでいる。

このため、日ごろから地域住民に対する防火意識の高揚を図り、万一、火災が発生した場

合の初期消火や避難等の迅速な対応ができるよう研修の実施も必要である。同時に、地域住

民で組織される自主防災組織の育成や体制強化も重要であり、一層、推進していかなくては

ならない。

また、地域住民の防火意識、防火知識の徹底はもとより、万一の火災発生時に十分な消防

活動に対応できる消防自動車の整備や生活道路の整備が重要課題である。

消防体制は、広域常備消防である羽合消防署が消防救急業務の拠点となっているが、区域

内独自の消防力は現在２分団２７名の団員で組織している。近年、団員数は、定数３２名を下

回った状態が続いており、新規団員の確保が課題である。また、昼間在住団員が減少してお

り、初期消火に重要な役割を果たす消防団の昼間の緊急出動体制に不安がある。自主防災組

織の強化に併せて、中高年の自主消防隊組織編成等も具体的に考慮すべき時期だと考えられ

る。

《消防力の現況》

� 消防用施設 （平成１６年４月１日現在）

管轄集落

消 防 機 械 消 防 水 利

備 考
手引動力 小型動力

ポンプ自動
車・バイク

消 火 栓 防火水槽

小 浜 台 １台

ポンプ自動車
２台

バイク
３台

７基 ２基

筒 地 １ ５ ２

石 脇 １ ２４ ４

泊 ４１ ３

園 １ ３５ ４

原 １ ２６ １

宇 谷 １ ３７ ５

合 計 ６ ５ １７５ ２１

４０



� そ の 対 策

ア 防 災

� 総合的な災害対策の基本となる「地域防災計画」を指針とし、災害に強い安全な地域

づくりを推進するため、総合的な防災対策の強化に努める。

� 防災行政無線を活用し、迅速かつ正確な防災等に関する情報を伝達するとともに、避

難誘導経路や避難場所等の周知徹底を図る。

� 防災資機材の備蓄、整備、充実を図る。

� 住民の防災意識高揚と防災知識の普及に努めるとともに、自主防災組織等の体制の充

実を図る。

イ 消 防

� 予防査察、消火器の普及、点検等によって地域住民の防火意識の高揚を図るとともに、

広域常備消防との連携を密にし火災被害の軽減に努める。

� 防災行政無線を活用し、迅速かつ正確な情報の伝達を図るとともに、非常備消防組織

等により初期消火に努める。

� 消防水利の再点検を行うとともに、水利の確保、防火水槽の整備を図る。また団員の

訓練を重ね、機動力ある充実した消防団組織を確立する。

� 火災予防と初期消火の知識の普及に努め、地域における防火意識と自主防災組織の育

成強化を図る。

� 消防自動車の整備を図る。

� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

� 公 営 住 宅

� 現況と問題点

若者定住対策を重要課題と位置づけ、年次的かつ計画的に公営住宅の建設整備を進めてき

� 消防団員 （平成１６年４月１日現在）

団 長 名 副 団 長 名
分 団 別

備 考
分 団 名 実 団 員 数

手石浩之 浜岡俊哉
第１分団
第２分団

１３名
１２名

定数３２

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

３ 生活環境の整
備

� 消防設備 消防ポンプ自動車（CD―１型）
２台 更新

湯梨浜町
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た。現在、区域内には県営の住宅１団地１８戸の他、公営住宅２団地１２戸、特定公共賃貸住宅

１３戸、そして地域定住賃貸住宅１２戸を有しているが、そのいずれも入居されている。とくに、

平成１４年度建設の地域定住賃貸住宅は若者向けの間取りと家賃設定のため、入居者募集と同

時に満杯となるほどに好評で、定住対策に大きな効果をもたらしている。しかし、公営住宅

の一部には老朽化が見られ、改修、改善の必要も生じている。

区域内集落の多くが住宅密集地であり、宅地は極めて狭く自家用車の駐車スペースも限ら

れており十分な住環境とは言えない。平成１５年３月に山陰道青谷・羽合道路が開通し原地区

にインターチェンジができたことから、まさに本区域が鳥取県中部の玄関口となった。鳥取

市や倉吉市、米子市等への通勤車両のインター利用が非常に多く、周辺での住宅建設を望む

内外からの声がますます増加している。

核家族化の進行も相まって、増加する住宅需要に対応できる用地整備と住宅建設が必要で

ある。

� そ の 対 策

景観や採光、日照、通風などの環境を考慮し、交通の利便性や情報化、安全性等を十分に

考慮した住宅用地の整備を図り、若年層、高齢者、障害者等、あらゆる人々の要望に応えら

れる住宅建設を計画的に進めていく。

� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

３ 生活環境の整
備

� 公営住宅 若者定住促進町営住宅の建設
鉄筋コンクリート造
２棟３０戸

湯梨浜町

� その他 公共施設のバリアフリー化整
備
中央公民館泊分館エレベー
ター設置等

湯梨浜町
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《公営住宅の設置状況》

団 地 名 建築年数 戸数

県営住宅 泊港団地 Ｈ７ １８

町営住宅 園やよい団地 Ｓ６０ ４

石脇団地 Ｓ６２
Ｓ６３
Ｈ元

２
４
２

特定公共賃貸住宅浜山団地 Ｈ７
Ｈ８
Ｈ９
Ｈ１０
Ｈ１１

４
２
２
２
３

地域定住賃貸住宅みなと団地 Ｈ１５ １２

４３



５ 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

� 社 会 福 祉

� 現況と問題点

わが国は、高齢化の急速な進展により平成２７年には人口の４人に１人が６５歳以上の高齢者

になると言われている。湯梨浜町における本区域内の高齢化率は、平成１６年度当初では

２７．６％に達した。全国平均値は１９．０％、鳥取県平均が２３．４％であることから、高齢化の急速

な進展が容易に理解できる。今後ますます高齢化が進展し、一人暮らし老人や高齢者だけの

世帯の増加、寝たきりや認知症症状など、なんらかの介護を必要とする高齢者の増加も予測

される。また介護を要する期間の長期化も避けられない課題ともなっている。

平成１２年度には介護保険制度が始まった。旧泊村では、従来から福祉施策の基本姿勢を

「村は一つの家族」という理念のもとに、住民個々の顔が見える福祉施策、在宅介護福祉を

基本に、保健と福祉、医療が連携した総合的なサービスの提供体制整備を図ってきた。さら

には、高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく、健康的で生きがいのある老後を、住

み慣れた地域や家庭で過ごせるように支援する介護予防事業を重要施策と位置づけ実施して

きた。こうした基本姿勢を湯梨浜町においても引き継ぎ、すべての高齢者を行政と地域が一

体となって支えていこうという理念に沿って高齢者福祉施策を展開している。

その成果として、本区域内における要介護認定者数は、制度開始当時から増減幅に大きな

変動がなく、施設入所者数も介護保険事業計画で見込んだ人数を下回っている。こうした在

宅福祉、在宅介護、高齢者の生きがい対策に取り組んできた結果として、旧泊村では平成１５

年度からの介護保険料を引き下げすることにつながったものと言える。

《高齢者等がいる世帯の状況・国勢調査》 （単位：世帯・％）

区 分 昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年

総 世 帯（Ａ） ８６６ ８６０ ８５９ ８５１ ９０９

高齢者のいる世帯（Ｂ） ４０７ ４５０ ４９３ ５５９ ５７２

比 率（Ｂ／Ａ） ４７．０ ５２．３ ５７．４ ６５．７ ６２．９

高齢者単独世帯（Ｃ） ３２ ３９ ５６ ７２ ８７

比 率（Ｃ／Ａ） ３．７ ４．５ ６．５ ８．５ ９．６

高齢者夫婦世帯（Ｄ） ３９ ５１ ５６ ７０ ８３

比 率（Ｄ／Ａ） ４．５ ５．９ ６．５ ８．２ ９．１

注１）高齢者単独世帯とは６５歳以上の一人暮らし高齢者世帯をいう。
注２）高齢者夫婦世帯とは夫婦のいずれか又は両方が６５歳以上である世帯をいう。
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《要介護者等の状況》 （単位：人）

区 分 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年

在 宅（Ａ） １０２ ８８ ８５ ９１ ９２

要 支 援 ９ １０ １３ １４ ４

要 介 護 １ ２５ ３３ ２９ ３２ ３２

要 介 護 ２ １９ １１ １６ １３ １３

要 介 護 ３ １９ ８ ８ ９ ９

要 介 護 ４ １１ １０ ９ １０ １１

要 介 護 ５ １９ １６ １０ １３ １３

施 設（Ｂ） ２８ ２８ ２２ ２８ ２９

介護老人福祉施設 １１ １４ １２ １３ １３

介護老人保健施設 １５ １２ １０ １４ １４

介護療養型医療施設 ２ １ ０ ０ ０

また、障害者、高齢者、子供たちや妊産婦にも、全ての人にとって快適で安全に暮らせる

地域社会の基盤整備が急がれるが、公共施設だけでなく各地区公民館や集会施設のバリアフ

リー化を早急に進める必要がある。高齢者を始め、あらゆる人々にとって憩いの場となるこ

うした身近な施設は、楽しみながら介護予防や機能回復訓練、生きがい対策に直結し、さら

には障害者の社会参加、自立促進を促す拠点ともなる。より使いやすい施設整備に向けた改

善を進めていかなくてはならない。

作業所は、障害者の残存機能を生かし機能回復訓練にもつながり社会参加の場として、大

変重要性が高い。保健福祉センター内の小規模作業所利用者は、開設当初を上回っており、

その機能を十分に活かしていくためにも施設の拡充整備の必要がある。

すべての住民が一つの家族だという理念のもとに、行政と地域住民が十分な連携体制のも

と、健康的で安心して暮らせる福祉の地域づくりを進めていかなくてはならない。

� そ の 対 策

本区域では、保健福祉の拠点となる保健福祉センターを平成９年度に整備した。住民の求

める福祉サービスを速やかに提供するとともに、家庭と同じ温かさの感じられる福祉サービ

スを提供する拠点施設と位置づけたものだが、介護保険制度の開始とともに、介護サービス

の提供施設を併合することとなった。

「老人保健福祉計画」及び「介護保険事業計画」の目標達成を念頭に置き、在宅福祉、在

宅介護、生きがい対策の充実を基本にした施策の推進を図かりながら、住民個々に適した福

祉サービスを進めている。

� 高齢者ができる限り介護を必要としないよう、介護予防と生きがい支援事業を積極的に

実施し在宅福祉の充実を図る。
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� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

４ 高齢者等の保
健及び福祉の
向上及び増進

� 高齢者福祉施
設

グループホーム整備
木造１棟

湯梨浜町

� 介護が必要となった高齢者に対し、適切な介護サービスを提供する。

� マンパワー確保を図るため、ボランティア活動を支援するとともに育成する。

� 福祉事業等の情報周知を図るとともに、高齢者や障害者が相談しやすい体制を整備する。

� 高齢者や障害者が地域活動に参加しやすい環境づくりを進める。

� 高齢者や障害者の閉じこもりを防止するため、各地区公民館や集会施設を活用しながら

仲間づくりの輪を広げていく。

� 在宅福祉を推進するため、在宅環境整備のための支援事業を推進する。

� 高齢者や障害者の社会参加や生きがい支援につながる雇用の促進を図る。

	 すべての人々が快適で安全で安心して暮らせる地域環境の整備を図る。

� 児 童 福 祉

� 現況と問題点

国をあげた大きな社会問題である少子化は、本区域においても極めて重要な課題の一つで

ある。若者流出や女性の社会進出、結婚に対する意識の変化、高額な教育費等、さまざまな

要因によって少子化が進展する現状にあるが、近年の積極的な若者定住対策が徐々に効果を

あげてきた。

０～１４歳までの若年者比率では、平成１４年度末には１４．８％と県内町村平均の１３．２％を大き

く上回り、旧泊村としては５番目に比率が高いという結果であった。年次的・計画的に実施

してきた若者定住対策の成果があると考えられる。

安心して子供を生み育てられる環境づくりこそが、若者定住対策の基本であるとして、平

成７年度及び９年度には区域内２箇所の保育所を全面移転改築し、充実した施設設備を整え

た。保育所を子育て支援の拠点と位置づけ、子育てに関する相談や情報発信、地域に密着し

た保育所運営を進めている。しかし、常に温かくおいしい給食を園児に提供するため保育施

設内に給食調理室を設置しているが、食材を安全に保管し衛生上の不安を解消するために空

調設備整備が急がれるなど、施設改善も必要となっている。

また、働く保護者の支援策として、保育時間の延長や一時保育の実施、土曜日午後の保育、

特別保育事業としての世代間交流等、保育の充実を第一としてきたが、さらに保護者や家庭

の保育ニーズを的確に把握し、適切な保育内容を充実していく必要がある。保育所未入所児

とその保護者のための子育て支援センターも立ち上げた。保育所が子育て支援の拠点として

なるべく、より一層の充実を図っていかなくてはならない。

保護者が昼間仕事などのために不在しがちな家庭の子供に、健全で安全な遊び場を提供す
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る放課後児童クラブを開設している。さらには、ファミリーサポートセンターを設立し、働

く保護者の子育て支援に力を入れている。子供たちの休日における地域活動や健全育成の観

点においても、児童福祉、社会教育、学校、地域、家庭での総合的な施策として検討してい

く必要がある。

� そ の 対 策

子供たちが健やかに生まれ育つための環境整備は、活力ある地域づくりの重要な柱である。

家庭・保護者・保育所・学校そして地域全体が連携し、児童福祉の充実と健全育成の充実を

図っていく必要がある。そのためには、時代に適応した子育ての支援策や健全育成のための

要望を、家庭や地域から的確に把握していく体制を整備していかなくてはならない。

また子供たちが何を考え、何を求めているのか、子供たち自身の声に耳を傾ける窓口を持

つことも必要である。

� 保育内容の充実を図りながら、保育所が地域の中で子育ての拠点となるよう地域に密着

した保育施設づくりを目指す。

� 保育所を中心として、子育てに関する情報発信や情報提供、相談窓口の体制整備など、

若い保護者の子育て支援を推進する。

� 各地域内に活用しやすい公園や広場を整備するとともに、交通面を含め安全な環境づく

りに努める。

� 特別医療費助成制度を推進し、乳幼児の医療費助成を行う。

� 保護者の要望などを適切に把握しながら、そのニーズに十分応えられる総合的な児童福

祉施策を推進していく。

� 小学校の空き教室や保育所の空き部屋を活用し、地域の子育て支援の場とする。

� 子育てを孤立化させず、地域全体で支えられる体制を整備するとともに、社会問題と

なっている児童虐待を未然に防止するためにも子育ての相談窓口を整備する。
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� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

４ 高齢者等の保
健及び福祉の
向上及び増進

� 児童福祉施設
（保育所）

保育所調理施設空調設備整
備
冷房設備設置
あさひ保育所
わかば保育所

湯梨浜町

� その他 高齢者住宅改良助成 湯梨浜町

保健、医療、福祉ネット
ワーク整備事業
在宅介護支援センター連

携機能強化（介護支援の情
報提供や体制の充実を図る
もの）

湯梨浜町

福祉バスの購入
１台２８人乗り

湯梨浜町

生活支援ハウス運営事業 湯梨浜町

生きがい活動支援通所事業 湯梨浜町

在宅介護支援センター運営
事業

湯梨浜町

子育て支援センター整備事
業
専任職員配置
アドバイザー配置

湯梨浜町

ファミリーサポートセン
ター事業の拡充

湯梨浜町

児童虐待防止ネットワーク
整備事業
専任相談員配置
相談窓口の整備

湯梨浜町
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６ 医 療 の 確 保

� 医 療

� 現況と問題点

本区域内の開業医は、平成１４年４月に開設された歯科診療所と、内科・小児科専門の診療

所のみである。この内科・小児科専門の診療所は、医師が夜間も常駐する体制になく、緊急

時には圏域中心地の倉吉市まで救急搬送される状態を余儀なくされている。また隔日診療の

状態から全日診療体制に近い状態とするために、平成６年度からこの開業医と医師派遣の委

託契約を行うなど、医療体制の整備に苦慮してきたが、住民、とくに若い世代の多くは近隣

の医療機関において受診しているのが現状である。

長年の課題であった医療体制の整備は、この医師派遣委託事業によって若干の改善がなさ

れたものの、高齢化が急速に進展している現状にあっては、まだまだ不十分な診療体制であ

り、住民の不安感は依然として根強いものがある。

安心して日常生活を送り、高齢者にとっても不安のない生活基盤として、さらには安心し

て子どもを産み育てられる地域環境づくりの観点からも、医療体制の整備は急務中の急務で

あり、現状をさらに改善し地域の保健予防の中枢機関としての運営が望まれる。

また、高齢者が住み慣れた地域で家族や地域の人々に支えられながら安心して暮らせるた

めの在宅福祉・在宅介護の推進は、旧泊村から引き継いだ本町全体の福祉施策の基本であり、

そのためにも過疎地域とみなされる本区域において、いつでも医療が受けられるという安心

感が重要であり、医療システムの構築が急がれる。

公共施設を貸与して開設された歯科診療所は、泊小学校・中央公民館泊分館・保育所・保

健福祉センター等の文教福祉施設の中心に位置していることから、多くの住民が気軽く受診

しやすい条件下にあり、歯科診療と歯科保健の推進に大きく寄与している。しかしながら、

歯科医が１名であり、鳥取市内に開業している診療所との兼務であるために隔日診療となり、

住民にとっては不十分な診療体制であると言える。

医療費では、老人医療費、国民健康保険医療費ともに年々高騰し、老人保健事業会計、国

保事業会計ともに極めて厳しい事業運営を強いられている。近年の特徴として、老人の低所

得者層の増加、リストラ等による中途退職を余儀なくされ国保加入する無職者の増加、医療

の高度化による医療費の高額化などがあげられ、今後ますます医療会計の財政運営が困難な

状況が予想される。

住民の健康づくり、健康管理、健康増進を図るため、人間ドック検診を始めとする各種検

診事業を積極的に実施し、疾病の早期発見と早期治療を促進しているが、これは、医療費抑

制に直結した対策であり、今後ますます充実した検診内容と受診の促進を図っていく必要が

ある。また、保健指導・保健活動には前述した開業医の絶大な協力体制が得られており、今

後、一層の連携を深めながら、住民の健康づくりを強く押し進めていかなくてはならない。
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� そ の 対 策

本区域内に直営診療所の開設や医療機関を新規に誘致、整備することは極めて困難な状況

から、歯科医を含めた開業医の、さらなる協力と理解を得ながら現状を改善し、医療体制の

整備を進めなくてはならない。また緊急時における救急患者の受け入れを迅速かつ的確に行

うため、鳥取中部ふるさと広域連合を中心として救急医療体制の拡充を促進する。

保健活動の基本として各種検診事業に力を入れ取り組んでいるが、旧泊村施策として平成

２年度から実施している短期人間ドック検診事業は、年間２００人前後が受診、実施以来、述

べ３，０００人もの住民の疾病の早期発見と早期治療に効果と成果を挙げてきた。さらに平成１２

年度からは脳ドック検診も新たに実施し、住民の健康管理に大きな役割を果たしている。こ

うした各種検診事業をより効果的なものとするために、一人でも多くの受診を促していくこ

とが必要であり、検診の実施時期や会場等に配慮し、啓発広報にも一層努力を行い積極的な

展開を図る。

また、検診事業に欠かせないのが受診後の結果をもとにした専門医や保健師のフォローで

あり、開業医との連携を密にしながら生活指導・栄養指導といった日常的な保健活動を、一

層、積極的に進めていく。

� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

� 保健予防活動

� 現況と問題点

住民の健康増進を目標に各種事業を積極的に実施してきた成果として、「自分の健康は自

分で守る」という住民自身の意識や自覚の高まりと同時に、健康づくりに対する関心も深

まってきた。これらは、多くの住民が健康づくり事業に気軽に参加できるよう地域巡回など、

参加しやすい工夫を積み重ねてきたことによる成果であり、さらには、住民個々の状態や症

状に合わせながら、継続して経過や効果を見極めてきた取り組みの成果といえる。また、専

門医による検診結果の分析や栄養士、保健師による生活指導等によって生まれた住民との信

頼関係が、大きな要素となっていることは言うまでもない。

超高齢化社会にあって、今後は疾病軽減策にとどまらず、老後の「生きがいづくり」も保

健活動の主軸と位置づけ、健康的に老後を過ごすために、疾病予防と生きがい対策を組み合

わせた健康づくり施策を展開していかなくてはならない。

そのためにも、高齢者を始めすべての住民への保健予防情報等を提供していくとともに、

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

５ 医療の確保 � その他 短期人間ドック検診事業
年間２００人

脳ドック検診事業
年間５０人

保健医療委託事業

湯梨浜町

湯梨浜町

湯梨浜町
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気軽に生活相談や指導助言できる体制を拡充していくことが求められる。

� そ の 対 策

住民個々の健康状態を的確に把握し適切な保健指導等を実施しながら、その状態や症状の

変化、効果や課題をもとに、次のステップにつながる事業を展開していくことが重要である。

個々の健康データを作成管理し保健活動に活かしていくことで、より住民に密着した健康づ

くり事業を目指すことができる。また、一人でも多くの住民が参加しやすい事業とするため、

各地区公民館を活用したり夜間の開催を計画したりするなど、画一的な事業内容ではなく楽

しみながら気安く気軽に参加し健康づくりや健康増進につながっていくような事業となるよ

う、一層の工夫を凝らしていくことが求められる。

疾病予防を目的とした従来の保健活動を拡大し、自立促進や長年の経験、知識を活かしな

がら生きがいづくりや社会参加、社会貢献を目指していく事業へと発展させていくことが大

切である。

さらに、開業医の理解と協力を得ながら、保健活動に地域医療を連携させ、より充実した

健康教育や健康増進対策等を展開し、保健予防活動の拡充を図る。

� 機 能 訓 練

� 現況と問題点

平成９年度に開所した保健福祉センターには、機能訓練室を備えている。脳卒中後遺症や

加齢等によって心身の機能が低下した人を対象に、身体機能の低下予防や残存機能の発揮、

回復、増進を図っている。

脳卒中の後遺症等によって心身機能が著しく低下すると、治療が終了した後は寝たきり状

態になる例が多いものだが、早期に適切な機能回復訓練を継続して受けることで、ある程度

までの回復が見込まれ、社会参加も社会復帰も十分に可能となってくる。

保健福祉センターの機能訓練室は、こうした治療終了後のリハビリを気軽に楽しみながら

継続して行うことができる施設であり、社会参加の一歩となる施設である。

また、保健福祉センターを拠点としながら、身近な各地区公民館等を活用して地域の人々

と一緒に楽しくリハビリできる事業も積極的に展開している。こうした機能訓練事業を身近

な場所で身近な地域の中で実施することにより、家庭の中に閉じこもらせず、さらには家族

や地域に、疾病の後遺症や加齢等による心身機能の低下に対する正しい認識や理解を生む効

果がある。

各地域の公民館や集会施設に機能回復訓練につながる機材や備品を設置し、気軽に楽しみ

ながら、そして継続してリハビリができる十分な環境整備を進める必要がある。

� そ の 対 策

各地区の公民館や集会施設に機能回復訓練に必要な機材や備品等を整備し、気軽に楽しみ

ながら継続的に機能訓練ができる環境を整える。また、本人、家族にとどまらず広く地域住

民を対象とした機能訓練のための学習会や研修会等も行い、機能回復訓練が身近な健康対策、

保健活動に直結する事業であるという意識を深めてもらう。
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７ 教育文化の振興

� 現況と問題点

ア 学 校 教 育

１ 小学校教育

泊小学校は昭和６２年度に全面移転し、自然豊かな環境の中に木の香りが溢れ日本瓦屋根と

いう新しい校舎を建設した。子供たちが、均等かつ安心して教育が受けられるよう充実した

施設整備を図ったが、築後１７年が経過し各所に補修の必要性が出てきた。

１学年２学級を想定した施設は、人口減少及び少子化等に伴って児童数が減少し、建築当

初は２６６人だった児童数も、平成１２年度には２０３人に、平成１６年度では１７６人にまで減少し、

どの学年も１学級にとどまっている。

しかしながら、年次的かつ計画的に取り組んできた若者定住対策が僅かずつ成果を見せ、

出生率も向上し、０～１４歳までの若年層が総人口に占める割合は平成１５年度末においては

１４．５％で県内町村平均を大きく上回ってきたことから、小学校児童数も若干増加していく可

能性も十分に考えられる。泊小学校の児童数及び学級数の推移では、平成２１年度には児童数

を１７２人と見込んでいる。

また、児童数減少により空き教室が生じているが、地域への開放や社会教育の場としての

提供等を含め、開かれた学校施設を目指すためにも空き教室の有効活用を検討しなくてはな

らない。障害児の受け入れも十分に可能な学校施設とするために、バリアフリー化整備が必

要である。

泊小学校では従来から総合学習に力を入れており、特色ある学校づくり事業、国際交流事

業、勤労生産学習事業、体験学習事業等に取り組んできたが、より一層の推進を図り人間性

豊かな元気な泊っ子の育成を進めていかなくてはならない。

また、読書離れが子供だけでなく社会全体の問題となっているが、現在、ボランティア団

体による本の読み聞かせが行われている。その結果、子供たちの読書習慣が身につくなどの

効果が見られるが、幼児期からの読書習慣を育てるためにも学校図書室の果たす役割は大き

く、蔵書冊数を増やすなど新たな図書室の整備を進める必要がある。

《泊小学校 児童数及び学級数推移》

年度
区分

平成１５ 平成１６ 平成１７ 平成１８ 平成１９ 平成２０ 平成２１

児 童 数 １６８人 １７６人 １６４人 １７５人 １６１人 １７０人 １７２人

学 級 数 ６学級 ６学級 ６学級 ７学級 ７学級 ７学級 ７学級
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２ 中学校教育

湯梨浜町立北溟中学校は、昭和４７年度に北条町・旧泊村・旧羽合町で実質統合して３町村

組合立として設置された。平成７年度には北条町が分離独立し、さらに平成１６年１０月には旧

泊村と旧羽合町が合併したことにより、新しく湯梨浜町立として再スタートを図った。組合

立として設立した当初の生徒数は８１１人であったが、今では３６４人１３学級となっている。

施設整備については平成９年度から１０年度にかけて大規模改造を行ったが、一部老朽化し

た校舎の改修等の維持管理に万全を期す必要がある。

イ 社 会 教 育

１ 社 会 教 育

一人ひとりが生涯にわたって積極的に学習し、その個性を活かしながら生活していくこと

は、豊かな人間性と、心身ともに健全でたくましい人づくり、ひいては明るく豊かな地域づ

くりに必ずつながるものである。

人間は、どのような状況や環境にあっても、特性として必ず何かを学ぼうという意欲を持

ち合わせており、それに十分に応えられる環境の構築が社会教育である。住民の生涯にわた

る学習要求に応え、文化水準の向上を図るためにも、住民の学習意欲や要望を十分に把握し

対応できるだけの体制や環境整備を進めていかなくてはならない。

長年の重要課題であった図書施設しおさいプラザとまりは、平成１６年６月に社会教育や生

涯学習の拠点施設である「しおさいプラザとまり」（公民館図書室の増築）として完成した。

多くの住民が待望していた施設であり、連日、多くの利用者で賑わっているが、さらに内容

の充実を図りながら生涯学習と文化活動等の拠点として発展させていく必要がある。また湯

梨浜町立図書館や学校、保育所等との連携を深め、地域住民の憩いの場として親しまれる施

設づくりを目指していく。

青少年の家は、とくに学校の長期休業期間中の利用が大半で、年間を通して青少年教育を

中心とした利用ができる環境を作っていく必要がある。

２ 社 会 体 育

スポーツ・レクリエーション活動の振興は、健康増進と同時に住民相互の心の触れ合いや

地域連帯意識の向上など、地域社会の形成に大きな役割を果たしている。

《北溟中学校 生徒数及び学級数推移》

年度
区分

平成１５ 平成１６ 平成１７ 平成１８ 平成１９ 平成２０ 平成２１

生 徒 数 ３８３人 ３５７人 ３５７人 ３３６人 ３３９人 ３３４人 ３３２人

うち旧泊
村生徒数

１１８人 ９７人 ９７人 ８８人 ９５人 ９１人 ８６人

学 級 数 １３学級 １３学級 １１学級 １１学級 １１学級 １０学級 １１学級
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今後も住民すべてがスポーツに親しむことにより健康を保持し、併せて競技力の維持・向

上を図るため、諸施設の整備や団体育成、指導者養成に努める必要がある。とくに野球場、

テニス場は体育協会、スポーツ少年団を中心に利用されているが、周辺の設備が不十分であ

り、住民の利便性を考慮した施設の充実が必要である。また、屋内スポーツで利用されてい

る旧村民体育館及び第２体育館ともに老朽化しており、それに替わる屋内スポーツ施設の整

備が必要である。

� そ の 対 策

ア 学 校 教 育

１ 小学校教育の振興

泊小学校は「潮風の中でたくましく」を教育理念とし、恵まれた自然の中で心身ともにた

くましく心豊かな児童を育成していこうと、総合学習等の取り組みを展開してきた。

この総合学習は全国的にもいち早く取り組み、自然環境保護の体験学習として校内に小川

や池を造ったり、牛や羊などの生き物の飼育を通して生命の大切さを学んだり、学校水田で

の稲作など生産活動を行うなど、保護者や地域住民の理解と協力のもとに心身ともにたくま

しい児童の育成に取り組んできた。

この理念に基づき、さらに充実強化を図るために自然とのふれあいを目的とした屋外教育

環境施設の整備を進めていく。国際化時代に対応した教育として、従来から韓国との姉妹校

交流を実施しているが、今後もさらに推進していく。

しかしながら、昭和６２年度に全面移転によって新しく建築した学校施設は、築後、相当な

年数が経過したことから各所に改修や改善を要する箇所が出てきたため、児童の安全性を確

保するためにも早急な修繕等を行うとともに、痛みの激しいプールサイドの改修、さらには

教育機器・教材等の整備を充実させ、より一層の教育効果の向上を図る。

また、給食調理室の空調設備を整備し、児童により安全な給食の提供を促進する。

障害児の受け入れを可能とするためにもエレベーターを設置するなど、バリアフリー化を

進めていく必要がある。

２ 中学校教育の振興

思春期にあり人間形成の上で最も重要な年代の中学生は、心身ともに大人に向かっている

時期であり、自己を確立しようとする反面、多感で情緒不安定な一面を有し、中学校教育の

占める役割や内容は、一層、重要視されてくる。

北溟中学校には教育相談員を非常勤勤務で配置しており、中学生の精神的な不安や悩みな

どの相談・助言に当たっているが、今後も思春期にある心身の不安などを気軽に相談できる

体制の整備を図っていく。また、中学校教育の環境整備は必要不可欠なものであり、教育内

容の充実はもちろんのこと、技術棟、運動場等の改修、改善を行い生徒が安定した心で教育

を受けることのできる教育の場づくりを目指す。
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イ 社 会 教 育

１ 社会教育の振興

情報が氾濫し多種多様な課題が山積している現代社会にあって、社会教育・生涯学習の重

要性がより再認識される時代となった。行政はもとより各種機関や団体、また家庭との相互

協力や連携を強化し、社会教育・生涯学習の推進に努めていく。

長年の課題であった図書施設しおさいプラザとまりも実現し、中央公民館泊分館との密な

連携のもとに社会教育、生涯学習の拠点施設と位置づけ、住民の学習意欲に対応し学習意欲

の一層の高揚を図るため、情報提供や情報発信にも努めていく。

情報のネットワーク化、多様な学習機会の提供、学習相談体制などの整備・充実を進めて

いくが、既存施設の最大有効利用を図り、町内各施設や他市町等の施設、あるいは各地区公

民館や集会所等との広域的な利活用を促進し、生涯学習を積極的に進めていく必要がある。

さらに、恵まれた自然環境を生かした野外活動等の充実を図り、心豊かな地域社会の形成

に努める。

２ 社会体育の振興

健康で生きがいのある町づくりを進めるためには、若者から高齢者にいたる幅広い年代へ

のスポーツの普及が大切である。そのため、町民へのグラウンドゴルフの普及はもとより、

各年代層に応じて気軽に取り組める生涯スポーツの普及に努める。

また、既存の施設を有効活用するためにも利用者の利便性を第一とし、利用者の声を活か

した使いやすい施設設備の整備を図り、さらに雨天でも多様な体育活動のできる屋内多目的

スポーツ施設の整備を図る。
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� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

６ 教育の振興 � 集会施設、体
育施設等

スポーツ施設整備事業
屋内総合スポーツ施設の整

備（スポーツクラブの活動拠
点となるクラブハウス）
鉄筋、鉄骨、平屋
（一部２階建て）２，０００�
野球場改修事業
野球場内野改修
照明施設整備
水道施設整備

泊小学校運動場照明施設整備

湯梨浜町
教 委

� その他 プールサイドシート設置
小学校プールサイド滑り止
めシート設置 Ａ＝３００�

湯梨浜町
教 委

特色ある学校づくり推進事業
泊小学校総合学習の充実
国際交流・勤労生産学習・
水産教室等

湯梨浜町
教 委

泊小学校単独校調理場空調設
備設置
冷房設備設置 Ｎ＝２基

湯梨浜町
教 委

泊小学校バリアフリー化整備
・エレベーター設置（３Ｆ）
・スロープ設置
・校舎内段差解消

湯梨浜町
教 委

中央公民館泊分館の耐震調査、
補強工事

湯梨浜町
教 委

図書資料購入整備
しおさいプラザとまり図書
整備
２，０００冊×５年間

湯梨浜町
教 委
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８ 地域文化の振興等

� 現況と問題点

住民の生涯学習意欲の高揚とともに、文化に対する関心が年々高まっているが、残念なが

ら身近に芸術文化に接する機会が少ないのが現状である。

湯梨浜町文化団体協議会に属する本区域内の文化各団体は、あらゆる文化活動相互の協力

や連携によって総合的な文化活動の展開を目指しているが、活動する住民の多くは中高年層

が大半を占め、とくに若い世代の新規加入が見込めない状況にある。合併前の旧泊村におい

て展開されてきた各種文化活動が合併の後も広く湯梨浜町内に浸透していき、その活動の輪

や仲間づくりの輪を広げていけるよう、自主性を重視しながらも文化情報の提供や会場提供

等の支援を図っていく。

また、古くから伝わる伝統文化は、これら文化団体や地域住民によって伝承されているが、

若年層の流出等により次代への継承が困難となりつつある。伝統文化を守っていくためにも

後継者育成が急務であり、指導者の養成とともに若い世代への継承に努める必要がある。

区域内の文化財や遺跡は郷土の長い歴史と伝統に培われてきた貴重な文化遺跡であり、積

極的にその保全と活用を図る必要がある。

� そ の 対 策

今まで守り継がれてきた伝統文化や芸能を保存・継承するため、伝統文化・芸能の指導者

だけでなく担い手も育成し、その積極的な活用を図る。また、本区域にある貴重な文化財や

遺跡等についても、その保護と活用を図っていく。

現在、歴史民族資料館には古い漁具や生活用品を展示している。古くから交通の要所であ

り漁業の村として栄えてきた旧泊村漁業の歴史を物語る、貴重かつ希少価値の高い資料等を

保存展示しており、案内表示の整備やバリアフリー化を進めながら幅広い活用を促進するた

めの再整備を図る。

� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

７ 地域文化の
振興等

� 地域文化振興
施設
その他

文化財の保護整備事業
指定文化財の保護
周辺環境整備
案内説明看板設置
パンフレット作成

湯梨浜町

� その他 歴史民俗資料館の再整備
バリアフリー化整備
音響効果設備整備

湯梨浜町
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９ 集 落 の 整 備

� 現況と問題点

湯梨浜町における本区域の集落は、以前は７集落で構成されていたが、新規宅地造成や住

宅建設等により数年の間に新規に２集落増え９集落となった。しかし、若年層の流出による

人口減少や高齢化に歯止めがかからず人口構成に不均衡を生じている集落もある。このため、

相互扶助等伝統的な集落機能が低下する傾向も見られ、広範囲での集落機能再構築を図る必

要がある。

また住宅の密集や、集落内の幅員が極めて狭い道路等による防災面に不安のある集落もあ

り、安心して住める地域社会の形成を進めていく必要がある。

さらに、集落内には空き家が増え、中には廃屋となったものもあり地震や強風等災害発生

時には瓦が飛び散るなどの危険な状態を招いており、空き家対策が大きな課題となってきた。

� そ の 対 策

地域社会を形成する集落の再整備は、高齢化や少子化が進展する現状にあって非常に不可

欠で急務な施策である。道路・水道・下水道・情報化・公園・広場等の諸施設の整備を含め

た新規宅地造成を行い、若者流出の防止とＵ・Ｊ・Ｉターンによる定住者受け入れにも十分

に対応できる集落整備を進める。

また既存の集落は、とくに防災面を考慮した集落整備を行う。

中山間地に位置する小集落については、生産機能や生活機能が維持・保持できるために、

増え続ける空き家の利用促進を図る。とくに空き家の利活用については、所有者の意思確認

を元に、集落ごとの現状を把握し、入居希望や購入希望者等に対応する。

� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考

８ 集落の整備 � 過疎地域集落
再編整備

宅地造成
第３期分譲宅地造成事業
２０戸分譲

湯梨浜町
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１０ その他地域の自立促進に関し必要な事項

� 現況と問題点

平成１６年１０月に誕生した湯梨浜町は、合併前旧３町村の特性である「温泉」と「名産の梨」、

「海岸」をそれぞれ「湯」「梨」「浜」という文字になぞらえ命名された町である。旧３町村

の持ち味が新しい町の誕生後も、末永くその名に生き続けるわけだが、この湯梨浜町におけ

る過疎と見なされる本区域は、白砂青松と貴重な「鳴り砂」、古い歴史を誇る漁業の、まさ

に「海の村」である。

この区域中心部には、グラウンドゴルフ発祥地としての拠点施設であるグラウンドゴルフ

のふる里公園「潮風の丘」があり、平成５年度のオープン以来、県内外からの来園者で連日

賑わってきた。平成１６年７月には７０万人を突破し、利用料金の不要な一般来園者を合わせる

と、すでに１００万人を超え、この区域における大きな観光施設ともなっている。

しかし、この公園はグラウンドゴルフのプレーが主目的であるために、今ひとつ集客力に

欠け、さらには近隣に類似施設ができてきたことから年々来園者数が減少していたが、平成

１４年度に公園内に風力発電設備１基を設置した。公園の景観にマッチし鳥取県内１号機でも

あることから、来園者数の減少を食い止めるだけでなくかなり増加し、風力発電設備の主目

的である公園のイメージアップ、魅力ある地域づくり、そして自然エネルギーの利活用、住

民の環境教育に大きな効果をもたらしている。

県内初の風力発電設備に代表されるように、自然エネルギーを利活用し地球環境保全に積

極的に参画し省資源・省エネルギー推進に取り組む地域としてのイメージは、これからの本

区域の自立促進に大きく役立ち、不可欠な要素となっている。

今後においても、継続的に計画的に自然エネルギーの有効活用を地域づくりの鍵と位置づ

け推進を図る必要がある。

� そ の 対 策

日本海に面した本区域は、とくに冬場には厳しい北西の風が吹き付けることから、この風

を有効活用した風力発電設備はまさに地域環境にマッチした自然エネルギーであり、その相

乗効果は大きく、今後においても計画的に設置に取り組んでいくものである。

さらに平成１４年度から年次的に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を公共施設の消費

電力に供給しているが、さらに計画的に未設置の公共施設への活用を進めていく。

風力や太陽光等の新エネルギーを有効に利活用し一体化することによって、新エネルギー

ゾーンとしてエリア化し、環境対策や環境保全に積極的に取り組む地域づくりを前面に押し

出した地域活性化を推進し、本区域の自立促進につなげていく。
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� 事 業 計 画（平成１７年度～２１年度）

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事 業 内 容 事業内容 備 考

９ その他地域
の自立促進
に関し必要
な事項

新エネルギーの確
立

太陽光発電設備の設置
保健福祉センター

１基４０!

湯梨浜町

風力発電機設置
原地区 １基

湯梨浜町

新エネルギーゾーン整備
教育・福祉・文化施設一帯

を新エネルギーゾーンとし、
消費電力を新エネルギーで供
給
配電線等の接続

湯梨浜町

環境教育普及啓発事業
普及啓発用広報物の作成
２，０００部
ビデオ・DVDの編集１００本

湯梨浜町

民生用小型風力発電システム
導入
地域協議会の設立
集落単位での新エネルギー

活用の促進、省エネルギーの
推進

湯梨浜町
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湯梨浜町過疎とみなされる区域に係る
過疎地域自立促進計画（後期計画）

参 考 資 料

１ 事業計画（平成１７年度～平成２１年度）

２ 年度別事業計画（平成１７年度）



１ 事業計画（平成１７年度～２１年度）
（単位：千円）

自立促
進施策
区 分

事 業 名
（施設名）

事 業 内 容
事業
主体

概算事業費
（見込）

年 度 区 分
備考

１７ １８ １９ ２０ ２１

１

産
業
の
振
興

� 基盤整備 土地改良事業（基盤整備促
進事業）

農 業 区画整理 １１．５ha
整地工・排水工等
道路工
暗渠排水・換地等

湯梨浜町 ２６６，０００２００，２００ ２２，０００ ４３，８００

林 業 多目的保安林再整備事業
枯木除去・伐採 ３ha
下刈・造林（広葉樹）３ha
保育

湯梨浜町 ２，８２８ ３２８ １，０００ ５００ ５００ ５００

水産業 魚礁設置事業
１，２００空�
２M×３M角

湯梨浜町 ２４，０００ ２４，０００

種苗放流事業
サザエ １０，０００個／年
アワビ ２０，０００個／年

鳥 取 県
漁業協同
組 合

１，１６０ ２３２ ２３２ ２３２ ２３２ ２３２

� 漁港施設 地域水産物供給基盤整備事業
漁港修築事業負担金
第２沖防波堤

Ｌ＝１２０m
５５０，０００千円×０．０７５
＝４１，２５０千円

鳥 取 県 ２０６，２５０ ４１，２５０ ４１，２５０ ４１，２５０ ４１，２５０ ４１，２５０

� 地場産業
の振興

施設園芸づくり事業補助
ビニールハウス １．５ha
県１／３ 町１／６
用地整備 ５ha

鳥取中央
農 協
泊 支 所

２６，７５０ ８，７５０ ４，５００ ４，５００ ４，５００ ４，５００

地域再生事業
用地取得 ７ha
異産業交流施設整備 １棟

湯梨浜町
鳥取中央
農 協
泊 支 所

１７０，０００ ６０，０００ ５０，０００ ３０，０００ ３０，０００

� 観光又は
レ ク リ
エーショ
ン

グラウンドゴルフのふる里
公園整備
ナイター照明１０基

湯梨浜町 ６０，０００ ６０，０００

グラウンドゴルフ場送迎用
自動車購入 １０人乗り１台

湯梨浜町 ５，０００ ５，０００

グラウンドゴルフのふる里
公園
「恐竜の森」再整備事業
音響効果設備設置
屋外音響設備１式
遊歩道屋根設置

湯梨浜町 ３０，０００ ３０，０００

石脇海水浴場環境整備
休憩施設（あずま屋）の
設置 ２棟
鳴り砂看板の設置 ２枚

湯梨浜町 １０，０００ １，０００ ４，５００ ４，５００

６１



（単位：千円）

自立促
進施策
区 分

事 業 名
（施設名）

事 業 内 容
事業
主体

概算事業費
（見込）

年 度 区 分
備考

１７ １８ １９ ２０ ２１

観光遊漁船整備
不要船利用
乗船場等整備

湯梨浜町
鳥 取 県
漁業協同
組 合

５，０００ ５，０００

石脇海水浴場宿泊施設整備
ロッジ５棟整備

湯梨浜町 ４０，０００ ２０，０００ ２０，０００

� その他 地方港湾整備
（石脇・小浜）

鳥 取 県 １５，０００ ５，０００ ５，０００ ５，０００

小 計 ８６１，９８８２５０，７６０１８４，９８２２３４，７８２１０９，９８２ ８１，４８２

２

交
通
通
信
体
の
整
備

� 市町村道

道 路

原線（改良）
Ｌ＝８００m
歩道設置 Ｗ＝１．５m

湯梨浜町 ７０，０００ ４０，０００ ３０，０００

長清寺線（改良）
Ｌ＝５２０m
Ｗ＝４．０（５．０）m

湯梨浜町 ９０，０００ ６０，０００ ３０，０００

船据場線（新設）
Ｌ＝１６０m
Ｗ＝５．５（６．５）m
用地買収 １式
補償費 １式

湯梨浜町 １０４，３００ ６１，０００ ４３，３００

泊園海岸線（改良）
Ｌ＝２００m
Ｗ＝４．０（５．０）m

湯梨浜町 ５０，０００ １５，０００ １５，０００ ２０，０００

一里浜線（改良）
Ｌ＝１，１００m
Ｗ＝６．０（１４．５）m

湯梨浜町 ４００，０００ １００，０００１５０，０００１５０，０００

石脇東屋敷線（改良）
Ｌ＝５００m
Ｗ＝３．５～５．０（７．０）m

湯梨浜町 ３７０，０００ ２０，０００１５０，０００１００，０００１００，０００

� 電気通信
施設等情
報化のた
めの施設

ブロードバンド化事業
公共施設間の光ファイ
バー布設及び区域内のブ
ロードバンド化エリア整
備

湯梨浜町 ３９０，０００ ３９０，０００

小 計 １，４７４，３００ ５５，０００ ６５，０００６６０，０００３７１，０００３２３，３００

３

生
活
環
境
の
整
備

� 水道施設

簡易水道

簡易水道事業
筒地地区水道施設の再整
備
調査、試掘、水源確保

湯梨浜町 ８１，２５０ １，２５０ ８０，０００

水道台帳整備 湯梨浜町 ５，２９１ ５，２９１

� 廃棄物処
理施設
ごみ処理
施設

ごみステーション整備助成
未設置集落に整備

湯梨浜町 １，３００ ９００ ４００

生ごみ処理機購入助成
購入助成１件２万円まで

湯梨浜町 １，２００ ８００ １００ １００ １００ １００

６２



（単位：千円）

自立促
進施策
区 分

事 業 名
（施設名）

事 業 内 容
事業
主体

概算事業費
（見込）

年 度 区 分
備考

１７ １８ １９ ２０ ２１

不法投棄監視員・環境美化
推進員設置１名

湯梨浜町 ２５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０

� 消防施設 消防ポンプ自動車
（CD―１型） ２台 更新

湯梨浜町 ３８，５６０ １９，２８０ １９，２８０

� 公営住宅 若者定住促進町営住宅の建
設
鉄筋コンクリート造
２棟３０戸

湯梨浜町 ４９５，０００ ４０，０００１５０，０００３０５，０００

� その他 公共施設のバリアフリー化
整備
中央公民館泊分館エレ
ベーター設置等

湯梨浜町 ３０，０００ ３０，０００

小 計 ６５２，８５１ ２７，５７１ ８０，５５０ ８９，４３０１５０，１５０３０５，１５０

４

高
齢
者
等
の
保
健
及
び
福
祉
の
向
上
及
び
増
進

� 高齢者福
祉施設

グループホーム整備
木造１棟

湯梨浜町 １０，０００ １０，０００

� 児童福祉
施設
保育所

保育所調理施設空調設備整
備
冷房設備設置
あさひ保育所
わかば保育所

湯梨浜町 ２，１２８ ２，１２８

� その他 高齢者住宅改良助成 湯梨浜町 ５，７６６ １，７６６ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００

保健、医療、福祉ネット
ワーク整備事業
在宅介護支援センター連
携機能強化（介護支援の
情報提供や体制の充実を
図るもの）

湯梨浜町 ６０，６９４ １２，６９４ １２，０００ １２，０００ １２，０００ １２，０００

福祉バスの購入
１台２８人乗り

湯梨浜町 ２０，０００ ２０，０００

生活支援ハウス運営事業 湯梨浜町 ３０，６３７ ６，６３７ ６，０００ ６，０００ ６，０００ ６，０００

生きがい活動支援通所事業 湯梨浜町 ３０，０００ ６，０００ ６，０００ ６，０００ ６，０００ ６，０００

在宅介護支援センター運営
事業

湯梨浜町 ３０，１３０ ６，１３０ ６，０００ ６，０００ ６，０００ ６，０００

子育て支援センター整備事業
専任職員配置
アドバイザー配置

湯梨浜町 １，０００ ２００ ２００ ２００ ２００ ２００

ファミリーサポートセン
ター事業の拡充

湯梨浜町 ４，０１７ １，２１７ ７００ ７００ ７００ ７００

児童虐待防止ネットワーク
整備事業
専任相談員配置
相談窓口の整備

湯梨浜町 ８１４ １４ ２００ ２００ ２００ ２００

小 計 １９５，１８６ ３６，７８６ ６２，１００ ３２，１００ ３２，１００ ３２，１００

６３



（単位：千円）

自立促
進施策
区 分

事 業 名
（施設名）

事 業 内 容
事業
主体

概算事業費
（見込）

年 度 区 分
備考

１７ １８ １９ ２０ ２１

５

医
療
の
確
保

� その他 保健医療の確保 湯梨浜町 ７，５５０ ２，３５０ １，３００ １，３００ １，３００ １，３００

短期人間ドック検診委託 湯梨浜町 ２７，５８６ ５，５８６ ５，５００ ５，５００ ５，５００ ５，５００

脳ドック検診委託 湯梨浜町 １３，８５３ ４，２５３ ２，４００ ２，４００ ２，４００ ２，４００

小 計 ４８，９８９ １２，１８９ ９，２００ ９，２００ ９，２００ ９，２００

６

教
育
の
振
興

� 集会施設、
体育施設
等

スポーツ施設整備事業
屋内総合スポーツ施設の
整備
（スポーツクラブの活
動拠点となるクラブハ
ウス）
鉄筋・鉄骨・平屋
（一部２階建て）

２，０００�
野球場改修事業
野球場内野改修
照明施設整備
水道施設整備
泊小学校運動場照明施設
整備

湯梨浜町
教 委

４２０，０００ ３００，０００１００，０００ ２０，０００

� その他 プールサイドシート設置
小学校プールサイド滑り
止めシート設置

Ａ＝３００�

湯梨浜町
教 委

３，０００ ３，０００

特色ある学校づくり推進事
業
泊小学校総合学習の充実
国際交流・勤労生産学
習・水産教室等

湯梨浜町
教 委

５，０００ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００

泊小学校単独校調理場空調
設備設置
冷房設備設置 Ｎ＝２基

湯梨浜町
教 委

２，０００ ２，０００

泊小学校バリアフリー化整
備
・エレベーター設置

（３F）
・スロープ設置
・校舎内段差解消

湯梨浜町
教 委

４０，０００ ４０，０００

中央公民館泊分館の耐震調
査、補強工事

湯梨浜町
教 委

２０，０００ ５，０００ １５，０００

図書資料購入整備
しおさいプラザとまり図
書整備
２，０００冊×５年間

湯梨浜町
教 委

２５，０００ ５，０００ ５，０００ ５，０００ ５，０００ ５，０００

小 計 ５１５，０００ ６，０００３５６，０００１２１，０００ ２６，０００ ６，０００

６４



（単位：千円）

自立促
進施策
区 分

事 業 名
（施設名）

事 業 内 容
事業
主体

概算事業費
（見込）

年 度 区 分
備考

１７ １８ １９ ２０ ２１

７

地
域
文
化
の
振
興
等

� 地域文化
振興施設
その他

文化財の保護整備事業
指定文化財の保護
周辺環境整備
案内説明看板設置
パンフレット作成

湯梨浜町
教 委

５，０００ ２，０００ ３，０００

� その他 歴史民俗資料館の再整備
バリアフリー化整備
音響効果設備整備

湯梨浜町
教 委

３，０００ ２，０００ １，０００

小 計 ８，０００ ４，０００ ４，０００

整
備

８

集
落
の

過疎地域集落
再編整備

宅地造成
第３期分譲宅地造成事業
２０戸分譲

湯梨浜町 ９０，０００ ９０，０００

小 計 ９０，０００ ９０，０００

９

そ
の
他
地
域
の
自
立
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項

新エネルギー
の確立

太陽光発電設備設置
保健福祉センター

１基４０!
湯梨浜町 ５０，０００ ５０，０００

風力発電機設置
原地区 １基

湯梨浜町 ２００，０００ ２００，０００

新エネルギーゾーン整備
教育・福祉・文化施設一
帯を新エネルギーゾーン
とし、消費電力を新エネ
ルギーで供給
配電線等の接続

湯梨浜町 ５０，０００ ５０，０００

環境教育普及啓発事業
普及啓発用広報物の作成

２，０００部
ビデオ・DVDの編集

１００本

湯梨浜町 ２，０００ ２，０００

民生用小型風力発電システ
ム導入
地域協議会の設立
集落単位での新エネル
ギー活用の促進、省エ
ネルギーの推進

湯梨浜町 ５，０００ ５，０００

小 計 ３０７，０００ ３０７，０００

（単位：千円）

自立促
進施策
区 分

事 業 名
（施設名）

事 業 内 容
事業
主体

概算事業費
（見込）

年 度 区 分
備考

１７ １８ １９ ２０ ２１

総 計 ４，１５３，３１４３８８，３０６１，０６８，８３２１，１５０，５１２７８８，４３２７５７，２３２

６５



２ 年度別事業計画
平成１７年度 概算事業計画

（単位：千円）

区分
事 業 名
（施設名）

事 業 内 容
事業
主体

概算事業

財 源 内 訳

国 庫
支出金

都道府県
支出金

地方債 その他
特定財源

一 般
財 源過疎債

１

産
業
の
振
興

� 基盤整備
農 業

土地改良事業（基盤整備促
進事業）
区画整理 １１．５ha
整地工・排水工等
道路工
暗渠排水・換地等

湯梨浜町 ２００，２００１１０，１１０ ４０，０４０ ３４，８００ ３４，８００ １５，０１５ ２３５

林 業 多目的保安林再整備事業
枯木除去・伐採 ３ha
下刈・造林（広葉樹）

３ha
保育

湯梨浜町 ３２８ ３２８

水産業 種苗放流事業
サザエ １０，０００個／年
アワビ ２０，０００個／年

鳥取県
漁業協
同組合

２３２ ２３２

� 漁港施設 地域水産物供給基盤整備事業
漁港修築事業負担金
第２沖防波堤 Ｌ＝１２０m
５５０，０００千円×０．０７５
＝４１，２５０千円

鳥取県 ４１，２５０ ３７，１００ ４，１５０

� 地場産業
の振興

施設園芸づくり事業補助
ビニールハウス１．５ha
県 １／３ 町 １／６
用地製備 ５ha

鳥取中
央農協
泊支所

８，７５０ ３，５００ ３，５００ １，７５０

小計 ２５０，７６０１１０，１１０ ４３，５４０ ７１，９００ ３４，８００ １８，５１５ ６，６９５

２

交
通
通
信
体
の

整
備

� 市町村道
道 路

原線（改良）
Ｌ＝８００m
歩道設置 Ｗ＝１．５m

湯梨浜町 ４０，０００ ４０，０００ ４０，０００

泊園海岸線（改良）
Ｌ＝２００m
Ｗ＝４．０（５．０）m

湯梨浜町 １５，０００ １５，０００ １５，０００

小計 ５５，０００ ５５，０００ ５５，０００

３

生
活
環
境
の
整
備

� 水道施設
簡易水道

簡易水道事業
筒地地区水道施設の再整備
調査、試掘、水源確保

湯梨浜町 １，２５０ １，２５０

水道台帳整備
湯梨浜町 ５，２９１ ５，２９１

� 廃棄物処
理施設
ごみ処理
施設

ごみステーション整備助成
未設置集落に整備

湯梨浜町 ９００ ９００

生ごみ処理機購入助成
購入助成１件２万円まで

湯梨浜町 ８００ ８００

不法投棄監視員、環境美化
推進員設置 １名

湯梨浜町 ５０ ５０

６６



（単位：千円）

区分
事 業 名
（施設名）

事 業 内 容
事業
主体

概算事業

財 源 内 訳

国 庫
支出金

都道府県
支出金

地方債 その他
特定財源

一 般
財 源過疎債

� 消防施設 消防ポンプ自動車
（CD―１型） ２台更新

湯梨浜町 １９，２８０ １９，２００ １９，２００ ８０

小 計 ２７，５７１ １９，２００ １９，２００ ８，３７１

４

高
齢
者
等
の
保
健
及
び
福
祉
の
向
上
及
び
増
進

� 児童福祉
施設
保育所

保育所調理施設空調設備整備
冷房設備設置
あさひ保育所
わかば保育所

湯梨浜町 ２，１２８ ２，１２８

� その他 高齢者住宅改良助成 湯梨浜町 １，７６６ ５８８ ５８８ ５９０

保健、医療、福祉ネット
ワーク整備事業
在宅介護支援センター
連携機能強化（介護支援
の情報提供や体制の充実
を図るもの）

湯梨浜町 １２，６９４ ６，２７５ ６，４１９

生活支援ハウス運営事業 湯梨浜町 ６，６３７ ６，６３７

生きがい活動支援通所事業 湯梨浜町 ６，０００ ４４２ １，２８８ ４，２７０

在宅介護支援センター運営
事業

湯梨浜町 ６，１３０ ６，１３０

子育て支援センター整備事業
専任職員配置
アドバイザー配置

湯梨浜町 ２００ ２００

ファミリーサポートセン
ター事業の拡充

湯梨浜町 １，２１７ ６０８ ６０９

児童虐待防止ネットワーク
整備事業
専任相談員配置
相談窓口の整備

湯梨浜町 １４ １４

小 計 ３６，７８６ １４，０４３ １，８７６２０，８６７

５

医
療
の

確
保

� その他 保健医療の確保 湯梨浜町 ２，３５０ ２，３５０

短期人間ドッグ検診委託 湯梨浜町 ５，５８６ ５，５８６

脳ドッグ検診委託 湯梨浜町 ４，２５３ ４，２５３

小計 １２，１８９ １２，１８９

４

教
育
の
振
興

� その他 特色ある学校づくり推進事業
泊小学校総合学習の充実
国際交流・勤労生産学
習・水産教室等

湯梨浜町
教 委

１，０００ １，０００

図書資料購入整備
しおさいプラザとまり図
書整備
２，０００冊×５年間

湯梨浜町
教 委

５，０００ ５，０００

小計 ６，０００ ６，０００

６７



（単位：千円）

区分
事 業 名
（施設名）

事 業 内 容
事業
主体

概算事業

財 源 内 訳

国 庫
支出金

都道府県
支出金

地方債 その他
特定財源

一 般
財 源過疎債

総計 ３８８，３０６１１０，１１０ ５７，５８３１４６，１００１０９，０００ ２０，３９１５４，１２２

６８
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